
具
足
櫃
の
金
の
ゆ
く
え

…
尾
張
生
駒
氏
の
「
在
所
」
経
営
－

朝

尾

直

弘

【
要
約
】
　
尾
張
徳
川
家
に
は
「
在
所
持
扁
衆
と
呼
ば
れ
る
格
式
の
家
臣
が
い
た
。
入
封
以
前
か
ら
の
尾
張
の
在
地
領
主
で
あ
り
、
「
在
所
」
と
は
そ
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
お
り

領
を
意
味
す
る
。
木
三
川
扇
状
地
を
開
発
し
た
生
駒
氏
は
旧
領
小
折
村
を
「
在
所
」
と
主
張
し
た
が
、
尾
張
家
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
天
和
－

元
禄
期
に
門
在
所
」
の
範
囲
は
旧
城
館
部
分
に
縮
小
・
決
定
さ
れ
た
。
本
稿
は
生
駒
利
勝
が
こ
の
「
在
所
扁
経
営
に
つ
き
定
め
た
条
目
と
、
江
戸
在
勤
中

に
投
資
・
運
用
し
た
収
支
帳
を
分
析
す
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
近
隣
諸
村
の
勧
農
・
治
水
・
商
工
業
へ
の
補
助
等
、
地
域
の
公
共
機
能
を
果
た
す
基
金

が
「
在
所
扁
か
ら
生
み
だ
さ
れ
て
い
た
。
後
者
は
、
そ
の
基
金
が
尾
張
家
江
戸
屋
敷
周
辺
の
町
人
に
も
貸
付
け
ら
れ
、
年
率
一
二
％
以
上
の
利
金
を
生
駒

家
に
も
た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
同
時
に
、
参
勤
交
代
に
よ
る
大
量
の
武
士
団
を
受
け
入
れ
た
江
戸
に
と
っ
て
、
そ
の
生
活
必
需
物
資

供
給
の
シ
ス
テ
ム
形
成
に
寄
与
し
た
と
み
ら
れ
、
在
江
戸
武
士
の
個
別
資
金
が
シ
ス
テ
ム
の
ソ
フ
ト
部
門
形
成
に
貢
献
し
た
と
の
仮
説
を
導
き
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
三
号
　
二
〇
〇
六
年
五
月

具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
尾
張
生
駒
氏
（
以
下
、
生
駒
氏
）
の
領
知
の
一
部
で
あ
る
「
在
所
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
経
営
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

生
駒
氏
は
尾
張
徳
川
家
（
以
下
、

尾
張
家
）
に
仕
え
た
上
級
武
士
で
、
本
稿
が
と
り
あ
げ
る
六
代
利
勝
の
時
代
は
三
〇
〇
〇
石
の
領
知
を
う
け
て
い
た
。
生
駒
氏
は
大
和
国
を
本

貫
と
し
、
一
五
世
紀
後
半
尾
張
に
来
て
木
曽
川
扇
状
地
の
先
端
部
小
折
に
領
地
を
開
発
し
、
尾
張
の
在
地
領
主
と
な
っ
た
。
四
代
家
長
・
五
代

（339）1



利
豊
は
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
の
三
人
の
天
下
人
に
仕
え
、
家
康
の
四
男
松
平
忠
吉
、
つ
い
で
九
男
義
直
に
属
し
、
武
功
を
も
っ

て
そ
の
領
地
を
安
堵
（
宛
行
）
さ
れ
た
。
六
代
利
勝
は
お
な
じ
尾
張
家
中
の
美
濃
国
米
田
の
領
主
肥
田
忠
重
の
子
、
晶
帯
の
養
子
と
し
て
生
駒

家
に
入
り
、
養
家
の
歴
史
を
学
び
、
そ
の
興
隆
に
力
を
つ
く
し
た
。
臨
時
に
、
尾
張
家
三
代
綱
誠
の
傅
役
と
し
て
、
い
わ
ば
文
事
を
も
っ
て
加

増
を
受
け
た
。

　
尾
張
家
は
近
世
を
つ
う
じ
領
知
高
の
半
分
を
給
人
知
行
が
占
め
、
給
人
知
行
の
大
き
さ
と
人
数
が
尾
張
家
地
方
知
行
の
特
質
と
さ
れ
て
い
る
。

上
級
給
人
を
軸
に
家
政
組
織
（
藩
制
）
が
編
成
さ
れ
、
「
格
別
の
由
緒
・
家
柄
」
を
認
め
ら
れ
た
生
駒
氏
は
、
地
付
き
の
尾
張
衆
、
「
在
所
持
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

衆
の
格
式
を
も
っ
て
家
臣
団
に
編
成
さ
れ
て
い
た

　
本
稿
は
生
駒
氏
の
領
知
経
営
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
七
世
紀
の
武
士
の
経
営
感
覚
、
そ
の
社
会
に
お
よ
ぼ
す
影
響

等
を
検
証
す
る
。
そ
の
さ
い
、
従
来
の
諸
研
究
が
将
軍
－
大
名
－
給
人
一
領
民
な
ど
の
垂
直
軸
に
分
析
の
焦
点
を
あ
て
て
い
た
の
に
対
し
、
給

人
を
と
り
ま
く
社
会
的
諸
関
係
、
生
駒
家
と
尾
張
家
並
び
に
他
領
の
領
民
、
江
戸
屋
敷
周
辺
の
住
民
等
、
水
平
軸
の
社
会
関
係
に
注
意
を
そ
そ

ぎ
、
分
析
を
進
め
た
い
。
ま
た
、
一
人
の
主
体
性
を
も
っ
た
武
士
が
、
十
七
世
紀
の
政
治
・
経
済
的
環
境
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
に
家
の
維
持
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

領
知
経
営
に
個
性
を
発
揮
し
た
か
と
い
う
観
点
も
、
た
も
ち
た
い
。
中
世
の
在
地
領
主
が
近
世
の
体
制
の
も
と
で
と
っ
た
対
応
の
か
た
ち
に
つ

い
て
も
関
心
を
も
っ
て
い
る
G
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①
本
稿
は
、
以
下
の
生
駒
氏
研
究
に
続
く
連
作
の
一
で
あ
る
。
コ
兀
禄
武
士
の
遺

　
書
と
葬
儀
」
『
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
睡
二
三
、
一
九
九
六
年
（
拙
稿
A
と

　
す
る
）
。
「
生
駒
家
の
侍
と
中
間
」
同
二
六
、
二
〇
〇
〇
年
（
拙
稿
B
）
。
「
生
駒
家

　
の
侍
と
中
間
①
」
同
二
七
、
二
〇
〇
一
年
（
拙
稿
C
）
。
「
生
駒
家
と
座
頭
・
瞥
女

　
仲
聞
」
岡
二
八
、
二
〇
〇
二
年
（
拙
稿
D
）
。
な
お
本
文
中
と
く
に
こ
と
わ
り
の

　
な
い
文
書
は
す
べ
て
生
駒
陸
彦
家
文
書
で
あ
る
。

②
秦
達
之
「
初
期
尾
張
藩
の
家
臣
と
領
知
」
、
『
新
編
尾
張
藩
家
臣
団
の
研
究
隔
、

　
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
。
松
田
憲
治
「
尾
張
藩
給
人
の
領
主
的
性
格
を
め
ぐ

　
っ
て
」
、
同
上
。
林
薙
～
「
地
頭
領
知
権
の
一
考
察
」
、
同
上
。
前
田
弘
司
門
十
七

　
世
紀
に
お
け
る
尾
張
藩
家
臣
団
の
構
造
」
、
同
上
な
ど
。

③
従
来
の
研
究
が
、
中
央
集
権
・
上
位
者
優
位
の
構
造
を
重
視
す
る
説
も
、
「
給

　
人
領
主
」
の
領
主
権
を
重
視
す
る
説
も
、
と
も
に
将
軍
一
大
名
－
給
人
の
垂
直
的

　
関
係
に
も
っ
ぱ
ら
焦
点
を
あ
て
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
の
意
味
が
あ
る
。



具足櫃の金のゆくえ（朝尾〉

小
折
の
地
と
生
駒
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
ぎ

　
尾
張
生
駒
家
の
初
祖
高
卒
が
尾
張
国
丹
羽
郡
（
稲
置
荘
）
小
折
の
地
に
居
を
定
め
た
の
は
、
中
世
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
文
明
（
一
四
六
九
1

～
四
八
七
）
・
明
応
（
一
四
九
二
…
一
五
〇
一
）
頃
の
こ
と
と
伝
え
て
い
る
。
家
広
を
葬
っ
た
小
折
村
龍
脳
寺
（
の
ち
久
昌
寺
）
の
明
感
六
年
の
鐘
銘

に
は
、
家
広
が
勧
進
し
、
近
辺
羽
黒
村
の
大
工
が
鋳
鐘
に
あ
た
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
家
広
が
こ
の
頃
ま
で
に
、
地
域
に
お
い
て
＝
疋
の
勢

力
を
も
つ
地
位
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。
生
駒
の
家
名
は
大
和
国
生
駒
郷
の
地
名
に
由
来
し
、
同
氏
の
出
自
も
そ
こ
に
求

め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
う
な
ん

　
小
折
は
古
く
は
桑
折
と
も
表
記
し
た
よ
う
で
、
稲
置
（
木
）
荘
、
柳
橋
郷
に
属
し
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
は
愛
知
県
江
南
市
に
編
入
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
う

い
る
。
江
南
は
木
溝
川
の
雅
名
蘇
江
の
爾
を
意
味
す
る
。
こ
の
地
域
は
旧
木
曽
川
扇
状
地
の
先
端
部
、
即
ち
、
犬
山
付
近
か
ら
、
尾
張
平
野
へ

幾
筋
も
の
乱
流
と
な
っ
て
南
下
し
た
川
水
が
扇
状
に
堆
積
さ
せ
た
土
砂
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
先
端
部
分
に
位
置
し
て
い

る
。　

現
在
の
木
曽
川
は
犬
山
か
ら
西
進
し
、
笠
松
か
ら
南
下
、
長
良
川
・
揖
斐
川
と
か
ら
み
あ
う
よ
う
に
伊
勢
湾
に
そ
そ
い
で
い
る
。
こ
の
西
進

す
る
河
道
を
築
堤
に
よ
っ
て
造
成
・
固
定
し
た
の
は
徳
川
家
康
で
あ
り
、
か
れ
の
九
男
義
直
を
尾
張
に
入
国
さ
せ
る
に
先
立
ち
工
事
を
完
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
お
か
こ
い
つ
つ
み

せ
た
と
伝
え
て
い
る
。
「
御
革
巻
」
と
よ
ば
れ
る
こ
の
築
堤
は
尾
張
側
に
馬
踏
九
～
一
四
・
四
メ
ー
ト
ル
、
最
大
一
八
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
～
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
堤
を
築
き
、
文
字
ど
お
り
尾
張
平
野
を
水
害
か
ら
守
る
か
た
ち
で
囲
い
込
ん
で
い
る
。
堤
か
ら
は
五
～
六
流
の
旧
本

流
・
派
流
の
痕
跡
が
残
り
、
近
世
以
降
こ
れ
ら
が
新
河
道
の
分
流
と
し
て
水
上
交
通
・
農
業
用
水
等
に
利
用
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ
な

　
小
折
村
の
東
境
を
流
れ
る
幼
妻
、
西
境
の
青
木
川
は
い
ず
れ
も
分
流
の
一
部
と
み
ら
れ
、
と
も
に
五
条
川
に
合
流
し
、
清
須
に
つ
う
じ
て

い
る
。
工
事
は
慶
長
十
三
（
一
六
〇
八
）
1
十
五
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
工
事
は
尾
張
国
を
軍
事
的
に
防
衛
す
る

意
義
と
、
尾
張
平
野
の
民
生
を
安
定
さ
せ
る
、
二
つ
の
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
尾
張
平
野
は
穀
倉
と
し
て
の
近
世
的
繁
栄
の
条
件
を
獲
得
し
た
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の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
の
え
が
わ
　
　
　
　
　
　
　
に
の
え
が
わ
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
の
え
が
わ

　
旧
木
曽
川
の
分
・
派
流
は
、
東
か
ら
西
へ
順
に
一
之
枝
川
（
石
枕
川
）
二
之
枝
川
（
般
若
川
）
三
之
枝
川
（
浅
井
川
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
こ
ま

か
い
憩
流
を
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
て
い
た
。
小
折
は
一
之
枝
川
と
、
二
之
枝
川
の
分
か
れ
に
あ
た
る
青
木
川
に
囲
ま
れ
て
い
た
が
、
両
川
の
流
域
と

も
木
曽
川
流
路
変
更
以
後
も
規
模
は
小
さ
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
年
々
洪
水
な
ど
で
村
…
郷
村
単
位
の
堤
が
決
壊
す
る
な
ど
し
、
沿
岸
諸
村
に

被
害
を
お
よ
ぼ
し
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
小
折
村
の
十
七
世
紀
は
旧
一
之
枝
・
二
之
枝
両
川
の
洪
水
と
の
、
郷
・
村
単
位
の
た
た
か
い
が
な
お

継
続
し
て
い
た
。

　
生
駒
家
六
代
利
勝
の
覚
書
に
も
、
一
之
枝
川
の
洪
水
に
上
流
山
王
村
の
堤
が
押
し
破
ら
れ
た
こ
と
、
生
駒
家
が
こ
の
地
に
入
り
入
鹿
村
溜
池

堤
を
築
く
以
前
は
西
の
川
原
（
二
之
枝
川
分
流
）
が
連
年
堤
切
れ
、
本
田
が
永
荒
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
こ
と
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
入
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

池
は
中
世
以
来
の
伝
承
を
も
つ
大
池
で
近
世
の
再
造
成
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
　
5
と
さ
れ
（
欄
寛
文
村
々
覚
書
』
）
、
そ
の
規
模
は
元
禄
九
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

九
六
六
）
水
管
二
間
減
少
し
て
高
千
二
三
百
石
の
皐
損
を
生
じ
た
と
い
わ
れ
る
（
「
些
事
随
筆
」
二
）
。
覚
書
は
利
勝
の
先
代
・
先
々
代
た
ち
が
自

然
の
暴
威
と
た
た
か
い
、
「
手
前
人
足
」
を
動
員
し
、
黒
蜜
・
乱
杭
を
用
い
て
堤
の
保
全
を
は
か
り
、
松
・
柳
・
葭
を
植
え
て
水
流
の
誘
導
、

水
勢
の
減
削
、
砂
防
に
力
を
そ
そ
ぎ
、
治
水
に
努
め
な
が
ら
、
新
田
開
発
、
本
田
畑
の
維
持
に
努
め
た
事
実
を
具
体
的
に
記
録
し
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
見
え
る
風
景
を
絵
に
す
る
と
、
耕
地
の
所
々
に
右
の
事
業
に
要
す
る
材
木
を
供
給
す
る
松
山
、
扇
状
地
特
有
の
砂
嵐
を
防
ぐ
砂
防
林
な

ど
が
点
在
し
て
い
た
。

　
初
代
専
意
以
来
、
生
駒
家
歴
代
が
こ
の
地
に
勢
力
を
蓄
え
る
ま
で
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
努
力
と
苦
心
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
流
域

全
体
の
安
定
の
た
め
に
「
手
前
人
足
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
こ
の
地
に
住
む
住
民
と
し
て
の
共
通
の
利

害
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
利
勝
は
総
括
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
在
所
小
折
村
之
儀
、
径
昔
6
隠
笠
領
地
不
罷
成
、
先
祖
譜
代
尾
張
国
威
候
故
、
小
折
村
領
分
山
川
共
匪
致
支
配
警
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
こ
に
は
、
「
諸
色
不
残
ち
り
ほ
こ
り
二
至
迄
」
家
督
譲
渡
の
対
象
で
あ
る
と
し
た
、
開
発
領
主
に
共
通
の
感
覚
が
認
め
ら
れ
る
。
同
時
に
、
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「
在
所
」
持
ち
武
士
の
所
領
に
対
す
る
本
源
的
な
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
「
山
川
共
議
」
支
配
の
記
述
は
開
尾
張
御
行
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
記
事
に
お
い
て
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　
①
「
地
方
古
義
」
、
名
古
屋
叢
書
続
編
第
三
巻
。
興
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
四
巻
、

　
　
｛
九
九
九
年
。
噸
愛
知
県
の
地
名
臨
、
日
本
歴
史
地
名
大
系
、
平
凡
社
。

　
②
噸
江
南
市
史
』
近
世
村
絵
図
篇
解
説
。

　
③
噛
寛
文
村
廿
里
誉
㎞
、
名
古
屋
叢
書
続
編
1
、
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一

　
　
九
八
三
年
。

　
④
「
吏
事
随
筆
」
、
名
古
屋
叢
書
第
三
巻
、
法
制
編
、
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、

　
　
一
九
八
二
年
。

⑤
和
泉
国
大
野
を
開
発
し
、
福
田
村
を
創
立
し
た
福
嶋
絹
次
郎
兵
衛
の
誉
置
に
残

　
さ
れ
た
こ
と
ば
。
朝
尾
直
弘
『
著
作
集
臨
第
　
巻
、
二
【
七
頁
。

⑥
魍
尾
張
御
行
記
輪
（
名
古
屋
叢
書
続
編
6
、
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九

　
八
四
年
）
に
、
東
の
幼
孤
は
「
鏡
村
北
界
ヨ
リ
南
ノ
方
定
井
マ
テ
千
四
百
四
十
七

　
間
」
、
西
の
川
は
「
新
宮
池
用
水
通
リ
ノ
南
ノ
方
ヨ
リ
勝
栗
橋
マ
テ
」
、
と
も
に

　
「
小
折
村
附
ニ
テ
生
駒
氏
拝
領
川
也
扁
と
あ
る
。

二
　
「
在
所
」
の
経
営

1
　
「
在
所
」
概
念
の
変
化

具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

　
生
駒
氏
が
「
在
所
持
」
衆
の
格
式
で
尾
張
家
の
家
臣
団
に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
。
こ
の
「
在
所
」
概
念
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

管
見
な
が
ら
特
別
に
研
究
し
た
論
文
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
生
駒
家
の
場
合
、
そ
れ
が
定
着
す
る
ま
で
に
大
き
な
変
化

が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
十
二
月
の
「
在
所
小
町
村
古
来
覚
書
」
（
利
勝
筆
、
傍
点
筆
者
、
以
下
同
）
や
、
利
勝
が
養
父
利
豊
の
説
明
を
う
け
て

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

記
し
た
「
在
所
小
折
村
流
儀
、
姓
昔
6
他
之
領
地
不
等
成
、
…
…
領
分
山
川
共
二
品
支
配
来
候
」
な
ど
の
文
章
に
示
さ
れ
た
「
在
所
」
は
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
し

白
に
小
折
村
お
よ
び
同
村
を
中
心
と
し
た
、
生
駒
氏
の
か
つ
て
の
開
発
領
域
を
さ
し
て
い
る
。
二
塁
が
正
保
の
四
ツ
概
実
施
に
際
し
、
権
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
で

様
（
家
康
）
と
源
敬
公
（
徳
川
義
直
）
の
仁
慈
に
期
待
し
、
反
対
行
動
に
出
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
た
め
、
土
地
所
有
に
大
き
な
傷
手
を
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
「
尾
張
国
付
先
方
之
在
所
ケ
様
二
型
成
白
鷺
、
自
分
愚
案
不
調
法
故
」
と
後
悔
し
た
「
在
所
」
も
同
様
で
あ
っ
た
。
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②

　
そ
れ
は
法
的
に
は
、
小
折
尼
削
、
○
○
○
石
を
領
知
と
し
て
認
め
た
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
に
依
拠
し
て
い
た
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
知
行
方
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
州
丹
羽
郡

　
　
一
千
五
百
五
拾
九
石
九
斗
　
　
（
小
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
り
村
五
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
一
参
百
四
拾
五
石
三
斗
八
升
　
　
（
大
山
寺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
さ
ん
し
村

　
　
…
五
着
二
斗
　
　
同
九
日
霧
内

　
　
　
合
千
九
百
七
拾
石

　
　
右
令
扶
助
之
詑
、
可
全
領
知
候
也

　
　
　
文
禄
四
年
八
月
八
日
（
秀
吉
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
駒
八
右
衛
門
尉
殿

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
九
月
二
十
六
日
付
、
唯
轄
（
利
勝
）
署
名
の
「
生
駒
子
孫
・
末
孫
衆
井
家
老
中
」
に
宛
て
た
「
小
折

　
　
　
　
　
　
　
　
（
料
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

屋
敷
中
井
所
々
破
損
領
石
金
定
覚
書
」
（
後
掲
（
A
）
1
（
D
）
）
に
は
、
「
小
二
村
在
所
屋
敷
中
所
々
之
儀
、
此
定
法
書
付
之
趣
、
於
末
代
二
曽
而

違
乱
有
間
敷
候
也
」
と
結
ん
で
お
り
、
「
在
所
」
は
明
ら
か
に
「
屋
敷
中
所
々
三
儀
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
小
折
村
内
部
の
「
屋
敷
中
所
々
之

儀
」
を
「
在
所
」
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
屋
敷
中
所
々
之
儀
」
と
は
こ
の
覚
書
の
表
題
「
小
折
屋
敷
中
井
所
々
破
損
領
」
に
対
応
す

る
と
み
て
誤
り
な
い
。

　
覚
書
は
利
勝
が
い
う
よ
う
に
「
定
法
」
と
し
て
こ
の
と
き
定
め
た
も
の
で
、
生
駒
家
を
現
在
・
未
来
に
お
い
て
構
成
す
る
家
族
・
家
来
の
す

べ
て
が
遵
守
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
同
家
で
は
歴
代
当
主
の
み
が
こ
れ
を
開
披
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
読
後
は
再
び
封
入
、

　
　
　
　
　
　
　
　
③

次
代
へ
と
伝
承
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
、
取
扱
い
の
様
相
か
ら
見
て
、
同
家
に
と
っ
て
は
家
法
で
あ
り
、
公
的
な
意
義
を
も
つ
点
で
は
準
公
式
文
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具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

書
と
い
っ
て
よ
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

　
即
ち
、
天
和
年
間
か
ら
元
禄
四
年
に
い
た
る
～
○
年
間
に
生
駒
家
の
「
在
所
」
は
、
当
初
の
小
折
村
を
主
体
と
す
る
範
囲
の
意
味
か
ら
縮
小

し
、
小
折
村
に
あ
る
同
家
の
屋
敷
を
中
心
と
す
る
一
郭
を
主
体
と
す
る
も
の
へ
と
収
敷
し
た
。
こ
の
屋
敷
を
地
元
で
は
小
折
屋
敷
、
ま
た
は
生

駒
屋
敷
（
生
駒
下
屋
敷
）
と
よ
び
、
以
後
「
在
所
」
と
い
え
ば
こ
れ
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
利
豊
〉

　
そ
れ
以
前
は
、
「
城
屋
敷
」
・
「
曲
輪
屋
敷
」
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
『
寛
文
得
々
覚
書
』
に
は
、
「
一
曲
城
跡
壱
ヶ
所
　
先
年
生
駒
因
幡
居

城
、
今
は
因
幡
屋
敷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
放
置
さ
れ
た
堤
・
堀
は
荒
れ
た
ま
ま
茨
・
葛
な
ど
灌
木
が
生
い
茂
っ
て
い
た
。

　
「
在
所
」
を
め
ぐ
っ
て
は
右
の
一
〇
年
間
に
限
っ
て
も
、
生
駒
氏
と
尾
張
家
と
の
間
に
き
び
し
い
緊
張
関
係
が
存
在
し
た
。
そ
の
経
過
は
別

稿
で
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
た
だ
、
問
題
点
だ
け
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
生
駒
氏
は
尾
張
家
中
と
し
て
、
義
直
の
黒
印
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
よ
り
小
折
村
～
、
五
五
〇
石
六
七
二
合
を
含
む
二
、
○
○
○
石
の
領
知
宛
行
を
受
け
て
お
り
、
小
折
村
を
「
在
所
」
匪
「
本
貫
の
地
」
と
強
調
す

る
こ
と
は
尾
張
家
の
知
行
宛
行
権
ひ
い
て
は
領
主
権
と
抵
触
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
格
別
の
由
緒
や
家
柄
」
の
生
じ
る

余
地
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
意
味
で
「
在
所
」
の
概
念
が
確
定
し
た
こ
と
は
、
た
ん
に
生
駒
家
の
領
知
権
が
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ス
面
だ
け
で
な
く
、

在
地
領
主
で
あ
っ
た
事
実
を
裏
づ
け
る
「
在
所
」
概
念
が
具
体
的
に
か
た
ち
あ
る
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
た
点
で
プ
ラ
ス
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
「
在
所
し
が
小
折
村
で
あ
る
限
り
、
小
折
村
を
現
実
に
宛
行
っ
た
尾
張
家
の
領
主
権
と
の
衝
突
は
避
け
が
た
く
、
紛
糾
は
解
決
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
「
古
城
跡
」
或
い
は
「
曲
輪
屋
敷
」
な
ど
の
名
で
残
さ
れ
て
い
た
一
郭
が
本
貫
の
地
（
そ
の
核
心
部
分
）
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
狭
く
は
あ
る
が
「
在
所
扁
の
物
質
的
基
礎
は
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
無
限
の
後
退
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
中
世
に
お

け
る
在
地
領
主
制
の
近
世
的
対
応
の
一
つ
の
か
た
ち
が
示
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
確
保
さ
れ
た
「
在
所
」
は
領
知
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
小
さ
く
、
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
生
駒
家
の
強
力
な
所
有
権
の
も
と
で
自
由
な
運

用
が
は
か
ら
れ
た
。
そ
れ
は
最
も
所
有
権
が
強
い
と
い
わ
れ
た
開
発
領
主
（
所
有
）
権
と
、
後
発
の
近
世
大
名
の
領
知
宛
行
権
と
の
矛
盾
・
衝
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突
の
一
つ
の
解
決
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
運
用
は
一
個
の
主
体
性
を
も
っ
た
近
世
武
士
の
経
済
観
念
を
示
す
事
実
と
し
て
も
興
味
深
い
。

2
　
「
在
所
」
の
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
「
在
所
」
の
具
体
的
様
相
を
示
す
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
図
1
を
示
す
。
小
折
屋
敷
は
旧
木
曽
川
分
流
（
現
五
条
川
）
の
自
然
堤
防
上
に
位

置
し
、
内
部
に
は
「
御
家
」
を
中
心
に
長
屋
・
中
間
部
屋
が
あ
り
、
四
つ
の
郭
に
そ
れ
ぞ
れ
土
居
（
堤
）
と
堀
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
大
手
を

北
に
開
き
、
東
南
の
一
郭
は
小
牧
の
戦
い
に
普
請
の
手
が
入
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
り
、
事
実
と
み
ら
れ
て
い
る
。
図
に
は
表
わ
れ
な
い
が
、
屋

敷
の
南
側
を
刈
安
賀
－
小
牧
を
結
ぶ
街
道
が
東
西
に
走
り
、
道
の
両
側
に
短
冊
状
の
町
割
が
な
ら
ぶ
。
小
折
の
都
市
区
域
で
あ
る
。
東
側
は
岩

倉
街
道
が
通
っ
て
い
る
。
全
体
の
外
側
に
小
田
村
を
囲
み
込
む
縦
横
の
惣
構
も
あ
っ
て
、
本
格
的
城
館
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　
「
在
所
」
1
1
小
折
屋
敷
（
以
下
用
語
は
こ
れ
に
統
～
す
る
）
経
営
の
前
提
と
な
る
の
が
利
勝
の
残
し
た
定
書
で
あ
る
。
縦
二
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
利
勝
）

ト
ル
、
横
一
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
本
文
一
二
丁
の
冊
子
で
あ
る
。
「
唯
轄
様
御
定
書
」
と
題
し
た
紙
袋
に
封
入
さ
れ
て
い
た
。

　
史
料
の
全
文
を
揚
げ
る
　
便
宜
に
（
A
）
～
（
D
）
の
四
部
に
分
け
、
解
説
す
る
。

　
（
史
料
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
料
V

　
　
（
A
）
　
　
小
折
屋
敷
申
井
所
々
破
損
領
石
金
定
覚
書

　
　
際
地
外
物
成
定
納
米
高
器
鰹
潔
八
町
九
反

　
　
　
参
拾
當
鴬
石
八
斗
九
升
山
ハ
合
～
二
夕

　
　
｝
光
金
者
百
両
也

　
　
　
此
利
金
壱
割
半
也
、
右
之
利
金
毎
歳
定
リ

　
　
　
拾
五
両
ツ
・
也

　
　
右
金
之
内
他
郷
孫
々
江
夫
銀
二
二
月
か
し
候
ハ
・
、
同
年
十
一
月
十
日
切
図
本
金
・
利
金
不
残
請
取
候
、
尤
か
り
月
不
足
二
候
而
も
批
夫
銀
鉱
金
之
儀
ハ
、

　
　
何
時
も
如
例
一
ヶ
年
一
割
累
積
二
わ
り
仕
取
候
か
し
定
点
、
併
他
郷
江
口
夫
銀
面
外
ニ
ハ
か
し
不
申
候
定
也
、
他
村
手
形
當
名
ハ
此
方
代
官
ト
小
折
両
庄
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具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

　
　
屋
之
筈
也
、
他
村
之
内
た
し
か
遊
所
6
望
候
ハ
・
、
右
駆
通
以
連
判
重
圏
ケ
か
し
不
通
候
、
他
郷
6
か
り
申
者
無
期
候
ハ
・
、
小
折
中
銅
器
売
買
之
者
井

　
　
本
能
百
姓
之
内
望
次
第
余
儀
請
判
取
、
跡
々
手
形
文
醤
二
仕
か
し
可
申
候
也

　
　
右
金
子
共
か
り
手
無
之
捨
置
候
而
ハ
、
破
損
金
井
留
守
居
侍
・
中
間
切
米
等
共
不
足
二
而
指
引
難
成
候
間
、
少
も
不
釜
澤
弁
、
他
郷
か
小
折
之
内
江
か
し

　
　
置
目
潮
候
、
併
小
折
中
年
貢
方
こ
か
し
候
事
ハ
曽
而
遠
野
無
用
候
、
此
か
し
金
暮
二
及
ひ
年
貢
二
さ
ハ
り
如
何
二
黒
条
、
失
銀
外
ハ
八
月
朔
日
6
か
し
二

　
　
仕
、
毎
年
七
月
廿
日
過
三
脚
利
請
取
置
か
し
可
申
候
、
考
量
か
し
金
井
対
外
書
付
手
形
共
不
残
名
古
屋
家
老
共
請
取
、
封
シ
置
可
入
念
工
事

　
定
書
は
「
在
所
」
1
1
小
折
屋
敷
の
領
域
と
、
思
屈
高
を
除
い
た
収
穫
生
産
物
お
よ
び
そ
の
運
用
を
中
心
に
経
営
の
方
針
を
定
め
て
い
る
。
「
小

折
屋
敷
中
」
は
図
－
の
郭
内
全
体
を
さ
し
、
ほ
か
「
所
々
」
に
は
そ
れ
以
外
に
（
B
）
（
D
）
の
東
川
田
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
筆
者

は
利
勝
（
適
当
）
。
宛
先
は
嫡
男
主
計
宗
勝
、
主
米
は
そ
の
子
致
長
、
さ
ら
に
子
孫
、
家
老
中
、
つ
ま
り
生
駒
家
の
現
在
か
ら
未
来
ま
で
家
政

を
損
当
す
る
責
任
者
と
な
っ
て
い
る
。
永
続
す
る
イ
エ
が
「
在
所
」
の
権
利
主
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
内
題
の
「
破
損
領
」
は
「
破
損
料
」
と
同
義
と
み
て
お
く
。
破
損
し
た
部
分
を
修
復
す
る
費
用
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
修
理
費
な
い
し
維
持

　
　
　
　
　
　
⑥

費
と
い
っ
て
よ
い
。

　
利
勝
は
元
禄
元
年
（
貞
享
五
・
一
六
八
八
）
尾
張
家
を
致
仕
、
そ
の
後
満
三
年
半
小
折
村
に
住
居
し
、
事
実
上
こ
の
地
の
領
主
と
し
て
生
活
し

た
。
か
れ
は
こ
の
後
さ
ら
に
二
年
半
こ
こ
で
暮
し
、
元
禄
七
年
四
月
に
死
去
し
た
。
定
書
は
小
折
に
お
け
る
生
活
体
験
に
も
と
づ
い
て
、
領
知

経
営
の
あ
り
方
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
を
通
じ
、
生
駒
家
の
家
法
と
も
い
う
べ
き
扱
い
を
受
け
伝
来
し
た
の
に
は
、
理
由

が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
在
地
領
主
の
本
領
が
幕
藩
体
制
権
力
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
す
が
た
を
と
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
物
語

る
史
料
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
（
A
）
に
は
、
反
別
八
町
九
反
余
と
、
除
地
外
物
嘉
定
納
米
高
三
「
石
八
斗
九
升
余
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
が
上
納
義
務
を
負
う
部
分

で
あ
る
。
別
に
独
立
し
た
基
金
と
し
て
毎
年
金
一
〇
〇
両
を
用
意
し
（
小
折
屋
敷
や
領
知
か
ら
得
ら
れ
る
。
後
述
）
、
年
利
一
五
％
で
貸
付
け
る
。

収
入
は
一
五
両
の
計
算
で
あ
る
。
春
二
月
こ
の
利
金
を
他
郷
村
山
の
夫
銀
と
し
て
貸
付
け
、
そ
の
年
の
秋
十
一
月
十
日
限
り
に
元
利
返
済
を
求
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具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

め
る
。
一
五
％
の
利
息
は
当
時
の
法
令
が
示
す
水
準
の
半
分
で
、
借
り
た
人
々
に
と
っ
て
は
優
遇
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
十
一
月
の
精
算
を

規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
一
種
の
勧
農
を
目
的
と
し
た
出
挙
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
管
理
は
生
駒
氏
の
代
官
と
小
折
村
庄
屋
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
私
出
挙
で
あ
る
が
、
な
か
ば
公
的
管
理
の
も
と
に
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
耕
地
の
風
景
同
様
、
私
領
で
あ
り
な
が
ら
近
隣
の

公
共
的
機
能
を
分
担
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
搾
取
目
的
と
い
う
よ
り
、
生
駒
氏
に
よ
る
百
姓
保
護
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
貸
付
の
対
象
を
「
他
郷
野
々
」
と
し
た
点
で
あ
る
。
他
郷
に
借
り
手
が
い
な
い
場
合
に
か
ぎ
り
、
小
折
村
の
商

人
や
農
民
に
貸
し
て
よ
い
と
さ
れ
た
。
自
領
内
で
の
貸
付
活
動
を
自
己
規
制
す
る
意
味
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
郷
へ
は
豆
銀

以
外
に
貸
付
け
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
文
言
が
あ
り
、
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
推
察
す
る
と
、
こ
の
勧
農
出
挙
の
目
的
は
小
折
以
外
の
周
辺
地
域

の
水
利
統
御
機
能
を
維
持
・
助
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
憶
測
さ
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
夫
銀
」
は
、
水
防
の
堤
（
土
居
）
・
用
排
水
の
下

等
を
普
請
し
、
造
成
或
い
は
修
復
す
る
人
足
に
給
付
さ
れ
た
夫
銀
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
小
折
村
と
近
郷
他
村
と

は
利
害
を
共
有
し
て
い
た
。
か
つ
て
は
両
者
が
と
も
に
生
駒
氏
の
領
主
権
の
も
と
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
す
が
か
も
し
れ
な
い
。
小
肥

壷
年
貢
方
へ
の
貸
付
け
を
禁
じ
ら
れ
た
の
も
、
溢
血
の
貢
租
収
納
へ
の
影
響
を
避
け
た
ほ
か
、
出
挙
の
目
的
が
作
付
と
貢
納
を
保
証
す
る
基
本

的
生
産
手
段
1
1
堤
・
歪
面
の
造
成
・
維
持
に
あ
っ
た
と
み
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
夫
銀
以
外
は
盆
暮
限
定
と
さ
れ
た
の
も
、
区
別
の
た
め
で
あ
っ

　
　
⑧

た
ろ
う
。

（
B
）
　
…
当
屋
敷
中
諸
畑
・
樹
木
・
屋
敷
・
石
原
屋
敷
、
東
川
田
之
内
色
々
除
地
、
皆
手
作
置
所
也

是
ハ
右
書
印
候
米
金
高
之
外
二
候
、
依
之
其
時
々
二
至
リ
、
留
守
居
中
間
井
名
古
屋
6
増
人
中
間
悪
夢
申
付
、
如
例
年
々
作
ら
せ
、
勘
定
再
々
之
形
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
料
）

テ
承
届
ケ
、
訪
米
ハ
留
守
之
者
共
飯
米
二
等
可
申
候
、
外
雑
物
等
ハ
売
払
ヒ
、
屋
敷
領
金
二
加
江
入
用
二
可
葦
葺
、
併
置
物
之
螢
手
作
曲
之
野
菜
等
ハ
、

品
二
よ
り
名
古
屋
宅
勝
手
入
用
二
候
ハ
・
、
尤
其
段
ハ
各
別
之
事

…
右
惣
石
物
之
内
、
留
守
居
之
者
切
米
扶
持
二
入
前
分
ハ
引
取
、
其
外
挑
置
沼
代
金
井
百
両
金
之
利
足
二
而
、
小
折
屋
敷
中
家
々
品
々
破
損
下
刷
断
可
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宝
〉
　
　
　
（
碑
）
　
　
（
振
〉

　
候
、
慮
外
郷
中
所
々
木
戸
惣
素
質
勿
論
、
冨
士
塚
・
法
頭
山
石
碍
・
石
積
之
銘
う
る
し
墨
入
、
井
垣
等
備
蓄
迄
修
覆
可
有
候
、
其
色
々
多
ク
候
故
委
細
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（
格
）

　
　
　
二
不
書
印
候
、
我
等
存
生
之
内
仕
来
リ
候
各
ヲ
以
テ
可
致
也

　
（
B
）
に
お
い
て
は
、
定
納
米
高
を
除
く
、
そ
れ
以
外
の
屋
敷
内
の
耕
地
が
、
す
べ
て
「
手
作
之
所
」
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
排
他
的
な
所
有
権
を
鮮
明
に
し
た
。
「
手
作
」
の
実
態
的
な
担
い
手
は
、
生
駒
氏
の
小
折
村
に
お
け
る
「
留
守
居
中
間
」
や
、
名
古
屋
か

ら
増
派
さ
れ
た
「
増
人
中
間
」
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
出
身
は
百
姓
で
あ
り
、
身
分
的
地
位
は
生
駒
氏
の
奉
公
人
で
あ
っ
た
。
生
駒
氏
は
「
手

作
」
を
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
並
み
の
地
主
手
作
経
営
、
即
ち
み
ず
か
ら
を
百
姓
巨
農
民
の
地
位
に
置
い
て
い
る
。
下
作
（
小
作
）
に
出

し
て
中
間
収
取
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
併
せ
述
べ
た
と
み
て
よ
い
（
な
お
（
D
）
参
照
）
。
生
産
さ
れ
た
米
・
麦
は
留
守
を
預
か
る

人
々
の
飯
米
に
宛
て
、
他
の
作
物
・
野
菜
等
は
換
金
さ
れ
、
冒
頭
の
基
金
・
屋
敷
修
理
費
用
に
当
て
ら
れ
た
。
そ
の
他
名
古
屋
の
生
駒
屋
敷
の

台
所
に
入
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
後
段
の
「
忌
物
」
は
誓
書
の
可
能
な
作
物
を
さ
す
か
と
思
わ
れ
る
。
留
守
居
の
者
の
切
米
扶
持
に
必
要
な
部
分
を
差
し
引
き
、
他
は
売
却
し
、

そ
の
代
金
と
先
掲
の
百
両
の
利
息
を
も
っ
て
小
折
屋
敷
内
の
家
々
以
下
の
修
復
に
努
め
よ
。
こ
の
ほ
か
、
郷
中
の
木
戸
・
惣
垣
廻
り
は
も
と
よ

　
　
　
　
　
　
（
宝
）

り
、
富
士
塚
・
法
頭
山
の
石
碑
・
石
櫃
の
銘
に
上
食
を
入
れ
、
井
垣
等
ま
で
よ
く
修
理
せ
よ
。
総
じ
て
利
勝
の
存
生
中
に
行
っ
た
基
準
に
沿

っ
て
経
営
に
あ
た
る
こ
と
、
と
し
て
い
る
。

　
　
　
（
C
）
　
一
此
条
目
一
巻
於
末
代
子
孫
二
少
モ
相
違
有
間
敷
候
、
当
屋
敷
繁
昌
吉
例
也
、
屋
敷
中
簿
外
諸
事
三
儀
ハ
当
番
其
月
替
之
留
守
居
之
者
見
廻
リ
、

　
　
　
家
老
直
江
可
申
達
候
、
家
老
中
又
上
江
申
継
相
談
指
引
二
曲
中
絶
無
量
候
編
上
可
申
付
候
、
尤
破
損
領
之
余
リ
金
ハ
封
シ
家
老
共
預
リ
置
、
於
此
金
子

　
　
　
　
ニ
ハ
如
何
様
之
入
用
御
座
候
共
、
引
換
取
替
一
圓
二
仕
問
賢
良
也
、
如
此
定
書
之
趣
、
後
代
迄
順
々
傳
袖
引
守
敬
也

　
　
　
若
不
塒
之
子
孫
か
井
違
背
之
家
老
有
之
候
ハ
・
、
当
在
所
守
護
之
氏
神
・
伊
勢
神
明
・
八
太
龍
神
懸
軍
草
案
溺
者
也
、
伍
誓
書
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
斤
（
利
勝
）

　
　
　
元
禄
四
轟
九
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
主
唯
軸
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宗
勝
）

　
　
　
　
　
　
生
駒
主
計
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
致
長
）

　
　
　
　
　
　
生
駒
主
米
殿
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同
姓
末
孫
中

　
井
家
老
中

　
（
C
）
は
定
書
の
遵
守
を
説
き
、
小
折
屋
敷
留
守
居
の
職
務
お
よ
び
命
令
系
統
を
当
主
－
家
老
中
の
も
と
に
一
本
化
す
る
こ
と
を
定
め
た
。

修
復
基
金
の
余
剰
が
出
た
場
合
は
家
老
中
が
預
か
り
置
き
、
い
か
な
る
必
要
が
あ
っ
て
も
引
替
え
・
取
替
え
し
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
定
書
は
後

代
ま
で
伝
え
、
守
り
敬
う
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
不
将
の
子
孫
・
違
背
の
家
老
は
在
所
氏
神
・
伊
勢
神
明
・
八
太
龍
神
の
罰
を
蒙
る
と
の
起
請

を
あ
げ
て
い
る
。
『
尾
張
藩
行
記
』
は
こ
れ
ら
の
社
を
い
ず
れ
も
生
駒
家
代
々
氏
神
で
、
利
豊
に
よ
り
造
営
・
再
建
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
「
在

所
」
の
領
知
が
利
豊
や
利
勝
の
個
人
で
な
く
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
歴
代
家
長
と
、
家
老
を
含
む
生
駒
の
家
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
事
実
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

（
D
）
　
右
続
キ
定
書

｝
小
折
手
作
田
畑
之
事

念
入
手
作
可
仕
候
、
併
東
川
田
之
儀
ハ
是
非
手
廻
し
難
成
子
細
身
ハ
・
、
並
も
御
座
上
間
、
人
置
お
き
て
出
田
も
其
通
二
候
へ
共
、
郷
中
除
地
惣
而
屋

敷
共
之
内
、
畑
之
儀
ハ
、
た
と
ひ
野
山
二
荒
レ
候
共
、
一
ケ
所
モ
人
二
お
き
て
申
州
立
、
艶
福
手
作
後
代
迄
可
致
也

｝
小
折
屋
敷
留
守
居
之
者
替
番
定
之
事

…
金
五
両
或
ハ
四
両
か
、
何
レ
ニ
而
も
侍
壱
人
分
切
米
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
律
〉

　
右
ハ
其
人
ヲ
不
相
定
、
～
ケ
月
三
十
日
ツ
・
幾
人
二
而
も
石
工
相
勤
髄
様
二
名
古
屋
6
可
指
享
益
、
成
程
念
入
り
ち
義
成
者
、
ば
く
ち
・
大
酒
ミ
だ
り

　
目
無
二
人
吟
味
、
火
之
本
等
念
入
候
様
成
者
專
～
也
、
小
折
留
守
居
ト
申
立
、
召
置
召
抱
候
事
ハ
燦
々
無
用
二
重
、
名
古
屋
侍
分
一
所
打
込
二
召
抱
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
善
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
統
）

　
急
用
営
々
6
田
虫
候
普
代
之
二
二
而
も
皆
～
等
二
仕
、
替
番
二
可
指
樽
候
、
留
守
居
ト
定
メ
指
直
情
ヘ
ハ
、
以
前
6
物
毎
由
断
章
自
由
ヲ
仕
候
故
如
此

　
也
、
尤
屋
敷
中
妻
子
持
入
置
候
儀
、
竪
ク
仕
問
敷
候
也
、
段
々
子
細
有
之
候
事

　
米
弐
石
或
ハ
三
石
力
、
中
間
弐
人
分
切
米
也
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此
中
間
其
人
ヲ
不
相
定
、
幾
人
二
而
も
細
々
可
相
勤
候
也
、
此
者
常
々
屋
敷
中
之
用
勤
メ
、
尤
田
畑
作
単
三
也
、
人
手
間
竿
ク
入
候
節
ハ
、
侍
分
6
名

　
古
屋
江
申
遣
シ
人
ヲ
よ
び
可
申
候
、
諸
々
仕
形
右
同
前
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巡
）

　
右
侍
・
中
間
常
々
ハ
台
所
中
居
可
申
事
、
風
雨
三
塁
ハ
家
々
之
内
野
潜
屋
里
中
所
々
昼
夜
二
よ
ら
ず
見
廻
リ
可
申
候
、
外
ケ
輪
支
配
所
之
内
も
順
見
、

　
其
晶
々
能
可
勤
候
、
替
儀
候
ハ
・
家
老
中
二
可
申
達
候
、
屋
敷
竹
木
花
畑
等
迄
手
入
可
致
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
料
）

～
当
郷
山
伏
年
中
正
五
九
月
郷
中
祈
祷
仕
候
故
、
屋
敷
方
祈
念
領
百
銭
ツ
・
三
度
可
遺
候
也

｝
千
手
観
音
堂
二
黒
毎
月
十
七
日
壁
式
謀
り
法
花
会
、
僧
中
井
布
施
之
定
・
非
時
等
二
至
迄
、
於
末
代
漏
話
中
絶
可
相
勤
候
也
、
丼
郷
中
他
所
参
詣
之
者

　
改
玉
入
上
申
候
、
番
人
等
万
端
古
例
ヲ
以
テ
可
仕
事
、
留
守
居
斗
二
型
人
少
難
曲
候
故
、
十
五
日
夕
6
添
人
糞
壱
人
・
中
間
；
二
人
参
、
方
々
掃
除
諸

　
番
所
見
廻
リ
為
仕
可
申
也

…
観
音
挙
銭
・
祭
米
井
諸
供
物
等
、
～
銭
～
粒
モ
乱
分
二
不
仕
、
念
望
堂
内
之
用
二
可
致
也
、
惣
而
一
七
日
規
式
作
法
、
法
花
母
鳥
々
之
格
之
通
中
絶
有

　
間
敷
事

　
小
折
村
在
所
屋
敷
中
所
々
之
儀
、
此
定
法
書
付
属
隷
、
於
末
代
二
相
而
違
乱
有
間
野
帰
也
、
此
以
来
子
孫
・
末
孫
、
隠
居
二
而
当
地
在
住
之
時
ハ
不
及

　
申
二
、
定
法
之
以
格
ヲ
万
端
可
被
仕
事
也
、
尤
名
古
屋
住
居
二
而
留
守
番
指
貫
之
醐
ハ
、
堅
ク
定
書
ヲ
可
用
者
也
、
先
紙
同
前
二
当
身
両
社
氏
神
以
誓

　
書
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ハ

元
禄
愚
暦
九
月
廿
育
…
唯
転
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
生
駒
氏
子
孫
・
末
孫
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
　
家
老
中

小
折
屋
敷
方
樹
實
色
々
覚

　
梅
實
色
々
有
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一
桃
實
色
々
有

一
竹
子
井
竹
皮

｝
胡
桃
實

｝
栗
實

｝
柚
實
弄
類
樹
實
色
々
有

…
山
桝

一
柿
實
色
々
有

【
榎
茸
井
初
茸
松
林
二
有

一
土
筆

　
（
D
）
は
補
足
・
補
遺
に
あ
た
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
手
作
り
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
、
と
り
わ
け
除
地
・
屋
敷
内
の
畑
に
関
し
て
は

「
た
と
ひ
野
山
二
荒
レ
候
共
、
一
ヶ
所
も
人
こ
お
き
て
申
間
税
」
と
記
す
。
「
お
き
て
（
掟
）
米
」
は
小
作
米
の
こ
と
で
、
「
置
く
羅
預
け
る
匪

小
作
に
出
す
」
か
ら
き
た
用
語
で
あ
る
。
小
作
に
出
す
こ
と
に
よ
り
所
有
権
が
減
退
、
侵
食
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
荒
地
に
な

っ
て
も
小
作
に
出
し
て
は
な
ら
ぬ
の
ご
蕎
こ
そ
、
領
知
保
全
の
強
い
意
志
を
示
し
て
い
る
。
小
折
屋
敷
留
守
番
の
規
定
は
小
折
独
自
の
動
き
を

禁
じ
、
名
古
屋
の
家
老
に
よ
る
一
元
的
支
配
の
も
と
に
置
き
、
侍
・
中
間
の
切
米
高
を
定
め
、
鱗
木
・
花
畑
の
手
入
、
さ
ら
に
、
中
間
は
特
定

の
人
物
に
偏
る
こ
と
な
く
、
交
替
で
勤
め
さ
せ
る
。
侍
・
中
間
は
台
所
に
詰
め
て
い
る
こ
と
な
ど
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　
最
後
は
山
伏
祈
祷
、
毎
月
催
さ
れ
る
法
花
会
の
布
施
・
非
時
、
観
音
祭
の
供
物
料
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
、
さ
ら
に
屋
敷
内
で
産
物
と
な
る

植
生
と
し
て
、
梅
・
桃
・
竹
子
・
竹
皮
・
胡
桃
・
栗
・
柚
・
山
椒
・
柿
・
榎
茸
・
初
茸
・
土
筆
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
在
地
領
主

が
屋
敷
内
で
自
給
し
た
植
生
を
示
す
。
同
時
に
、
先
祖
代
々
受
け
つ
い
で
き
た
領
地
に
対
す
る
強
い
執
着
の
念
と
決
意
が
読
み
と
れ
る
。

15　（353）



　
定
書
が
示
す
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
生
駒
家
が
先
祖
代
々
開
発
・
維
持
し
て
き
た
領
地
け
「
在
所
」
に
対
す
る
強
い
執
着
、
領
有

の
強
固
な
意
志
。
そ
の
意
志
を
実
現
す
る
た
め
に
、
百
姓
身
分
同
格
の
「
手
作
」
地
を
容
認
し
た
大
胆
な
妥
協
。
第
二
に
そ
の
領
地
1
1
「
在
所
」

の
経
営
に
よ
り
得
ら
れ
た
資
本
を
小
折
屋
敷
の
修
復
・
維
持
に
宛
て
、
小
折
村
に
投
じ
、
領
有
を
よ
り
強
固
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
第
三
に

自
領
（
旧
自
浄
を
含
む
）
だ
け
で
な
く
、
近
郷
村
々
の
再
生
産
の
た
め
に
基
金
を
準
備
し
、
私
出
挙
に
よ
る
貸
付
を
行
っ
て
い
る
。
三
つ
の
動

き
は
、
尾
張
家
中
と
し
て
よ
り
も
旧
木
曽
川
扇
状
地
と
い
う
地
域
の
住
民
、
旧
領
主
の
立
場
が
優
先
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
隠
居
屋
敷

と
し
て
の
性
格
が
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
い
う
近
郷
は
別
に
紹
介
す
る
「
小
折
近
郷
」
二
一
か
村
を
中
心
と
す
る
と
み
て
ほ
ぼ

　
　
　
　
⑩

誤
り
な
い
。
近
世
の
小
折
村
領
主
と
し
て
の
生
駒
家
は
近
郷
照
々
と
の
共
存
関
係
の
も
と
に
、
「
在
所
」
の
領
地
権
を
保
全
し
た
と
い
え
る
。

北
且
凧
に
は
木
曽
川
旧
本
流
々
城
の
洪
水
統
御
を
め
ぐ
る
公
的
な
課
題
を
近
郷
村
々
と
共
有
し
て
い
た
事
実
が
あ
っ
た
。

16 （354）

①
前
掲
、
は
じ
め
に
注
②
林
董
一
門
地
頭
領
知
謀
の
【
考
察
」
は
、
「
在
所
偏
を

　
城
下
町
名
古
屋
防
衛
の
軍
事
上
の
必
要
か
ら
設
定
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

　
そ
れ
は
一
つ
の
解
釈
に
と
ど
ま
り
、
生
駒
中
敷
の
近
世
初
期
の
茨
の
生
い
繁
っ
た

　
あ
た
か
も
遺
棄
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
状
態
か
ら
み
て
、
や
や
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、

　
「
在
所
持
（
衆
と
に
ふ
れ
た
論
稿
は
多
い
が
、
「
在
所
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の

　
研
究
は
管
見
な
が
ら
見
当
た
ら
な
い
。

②
秀
吉
朱
印
状
は
三
ケ
村
合
計
一
九
七
〇
石
だ
が
、
生
駒
氏
の
記
録
で
は
こ
の
と

　
き
「
川
島
」
で
減
少
し
て
い
た
た
め
で
、
本
来
二
、
○
○
○
石
の
領
地
と
一
貫
し

　
て
主
張
し
て
い
る
。

③
前
掲
拙
稿
A
。

④
元
和
六
年
九
月
一
日
付
徳
川
義
直
黒
印
状
。
そ
の
後
、
万
治
四
年
・
延
宝
七
年

　
に
各
五
〇
〇
石
宛
の
加
増
を
う
け
、
合
計
三
、
○
○
○
石
の
知
行
取
で
あ
っ
た
。

⑤
原
図
は
各
部
分
に
こ
ま
か
く
寸
法
を
記
入
し
て
い
る
が
、
掲
載
に
あ
た
り
一
部

　
を
残
し
、
省
略
し
た
。
作
図
は
京
都
大
学
総
合
博
物
館
助
手
上
杉
和
央
氏
に
よ
る
。

　
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
、
『
愛
知
県
中
世
城
館
跡
調
査
報
告
徳
1
に
下
村

　
信
博
氏
に
よ
る
解
説
が
あ
り
、
図
は
噌
江
南
市
史
』
近
世
村
絵
図
篇
を
は
じ
め
、

　
い
く
つ
か
刊
本
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

⑥
「
在
所
」
を
め
ぐ
り
接
衝
中
の
天
和
元
年
の
書
付
覚
に
「
露
月
（
利
豊
）
廟
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
…
…
井
垣
・
石
垣
・
橋
等
之
為
修
覆
」
と
あ
り
、
目
的
は
明
ら
か
で
あ
る
。
生
駒

　
陸
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
中
部
地
方
で
は
、
門
破
損
」
は
讐
修
理
」
の
意
味
で
あ
る
と
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
「
破
損
」
の
項
を
参
照
。

⑦
「
除
地
外
（
御
）
物
成
」
と
は
聞
き
慣
れ
ぬ
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
本
来
「
除

　
地
」
で
あ
る
場
所
に
か
か
る
本
年
貢
（
本
途
物
成
）
以
外
の
（
「
外
扁
）
年
貢
1
1
定

　
納
米
高
と
解
し
て
お
く
。
元
禄
八
年
戌
十
一
月
七
日
付
「
外
御
物
成
之
覚
」
一
通

　
が
あ
り
、
江
戸
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
事
情
を
記
録
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
休
息
）

⑧
『
尾
張
絢
行
記
婦
に
次
の
記
事
が
あ
る
。
「
因
州
殿
（
利
豊
）
難
曲
給
足
ノ

面
詰
急
。
用
。
ラ
レ
、
土
地
ヲ
腿
鑓
メ
ン
カ
為
二
、
中
以
下
ノ
耕
夫
へ

　
止
男
、
又
佃
僕
給
ノ
援
ケ
ト
シ
テ
金
子
ヲ
偏
ク
カ
シ
ワ
タ
サ
レ
、
讐
ヘ
ハ
十
金

段
車
レ
ハ
元
奎
割
ヲ
越
醗
返
却
サ
セ
テ
利
ヲ
エ
サ
セ
、
加
之
代
官
日
夜
村

　
間
ヲ
巡
視
シ
、
瀬
堕
遊
戯
ヲ
攻
メ
、
專
勧
農
二
曹
ヲ
蜴
サ
セ
、
比
来
家
給
シ
人



　
足
り
テ
能
ク
治
マ
レ
リ
ト
里
正
語
レ
リ
、
サ
レ
ハ
大
郷
ニ
シ
テ
村
立
ヨ
キ
所
ナ

　
リ
」
。

⑨
尾
張
家
で
は
、
大
豆
・
小
豆
八
合
替
、
稗
三
合
替
、
蕎
麦
六
合
替
な
ど
、
年

　
ご
と
に
穀
物
の
米
替
比
率
を
定
め
て
い
た
。

⑩
別
稿
で
紹
介
す
る
。
村
名
の
み
掲
げ
る
。
い
ず
れ
も
幼
川
と
青
木
川
の
流
域
内

の
楽
々
で
あ
る
。

　
加
納
、
馬
場
、
芝
原
、
町
屋
、

城
和
、
木
賀
、
大
海
戸
、
寄
木
、

仏
、
長
磯
、
以
上
二
一
ケ
村
。

佐
野
、
穂
積
、
塚
本
、
一
色
、
勝
栗
、
五
明
、

安
良
、
御
供
所
、
曽
本
、
井
ノ
上
、
神
野
、
石

三
　
具
足
櫃
の
金
と
江
戸
の
開
発

1
　
具
足
櫃
の
金

具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

　
「
在
所
」
に
蓄
積
さ
れ
た
富
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
か
を
検
証
し
た
い
。
生
駒
氏
は
名
古
屋
ま
た
は
小
折
に
居
る
と
き
は
、
自
領
の
農

昆
・
商
人
や
他
領
を
含
む
近
隣
の
農
民
・
商
人
等
へ
の
貸
付
を
お
こ
な
い
、
長
銀
を
対
象
と
し
た
私
出
挙
を
積
極
的
に
進
め
て
い
た
。
い
か
に

し
て
そ
れ
ら
は
蓄
積
さ
れ
た
か
。
蓄
積
さ
れ
た
動
産
の
運
用
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
。

　
一
つ
の
方
向
を
示
す
冊
子
が
あ
る
。
包
紙
に
「
在
江
戸
之
時
、
方
々
へ
借
シ
候
金
之
覚
書
也
、
不
入
物
、
事
済
候
へ
虫
封
シ
置
也
」
と
上
書

き
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
は
、
中
央
に
「
江
戸
二
而
子
細
七
月
6
か
し
羽
撃
盤
覚
帳
」
と
記
し
、
左
端
に
「
尾
州
二
而
も
此
後
度
々
か
し
富
有
、
皆

覚
書
印
ス
」
と
し
て
こ
れ
を
抹
消
し
、
さ
ら
に
そ
の
左
手
に
後
筆
で
、
「
事
済
不
入
帳
二
候
へ
共
、
先
残
し
置
候
也
」
と
記
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
利
勝
が
徳
川
綱
誠
の
江
戸
参
勤
に
随
行
し
、
江
芦
で
暮
ら
し
た
問
に
貸
付
け
た
金
と
利
息
の
覚
書
で
あ
る
。
縦
二
〇
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
四
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
冊
子
で
、
表
紙
を
含
め
墨
付
～
三
丁
。
か
た
ち
と
記
事
か
ら
受
け
る
印
象
は
当
座
の

覚
え
に
作
成
し
た
帳
の
よ
う
に
思
え
る
。
か
れ
は
二
代
光
友
、
三
代
綱
誠
に
つ
い
て
、
幾
度
か
江
戸
に
滞
在
し
て
い
る
が
、
記
事
か
ら
み
て
表

紙
に
い
う
子
笹
は
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
　
　
）
の
こ
と
と
み
て
誤
り
な
い
。
ま
ず
、
史
料
の
全
文
を
掲
げ
る
。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
便
宜
（
E
）

一
（
K
）
に
分
け
、
説
明
す
る
。
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む
　
　
　
　
　
　
む

（
史
料
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
包
紙
縦
a
㎝
×
横
娠
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
4
　
　
　
　
　
　
　
り
白

　
（
包
紙
ウ
ハ
嘗
）

　
「
在
江
戸
之
時
、
方
々
へ
借
シ
候
金

（之

o
書
也
、
不
入
物
事
済
候
へ
共
封
シ
置
也
」
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（
表
紙
）

「
　
　
　
　
　
（
寛
文
十
二
年
）

　
　
江
戸
二
雁
子
年
七
月
6

　
　
か
し
金
懇
覚
帳

尾
州
二
而
も
此
後
度
々
か
し
金
有
り
、
皆
覚
書
印
ス

ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ヘ
ヘ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ

（
後
筆
）

「
事
済
不
入
帳
二
候
へ
共
先
残
し
置
候
也
」
　
　
冴
」

（
ε
）

子
ノ
七
月
δ
カ
ス
也
，

・
｝
本
金
弐
拾
両

　
　
七
月
利
足

　
　
八
月
利
足

　
　
九
月
利
足

　
　
十
月
利
足

　
　
十
一
月
利
足

　
　
十
二
月
利
足

（
請
利
足
両
月
分
些
緯
九
匁
四
分
讐

三
月
利
足

四
月
利
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
ウ
は
白
紙
。

　
丑
ノ
九
月
本
利
共
相
済
也
　
　
　
工

賊
屋
吉
左
衛
門
ニ
カ
ス
也

金
壱
分
銀
四
匁
相
済

金
壱
分
銀
四
匁
七
分
相
済

金
壱
分
銀
四
匁
七
分
相
済

金
壱
分
銀
四
匁
七
分
相
済

金
壱
分
銀
四
匁
七
分
相
済

金
壱
分
銀
四
匁
七
分
相
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
」

金
弐
分
銀
四
匁
七
分
相
済
候

金
弐
分
銀
四
匁
七
分
相
済
候
帥
」



具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

子
ノ
七
月
6
カ
ス
也

　
。
｝
本
金
拾
両

七
月（　　

両
月
利
足

八
月（

晶
利
足
寡

十
一
月

（　　
　
利
足
両
月
分

十
二
月

正
月（　　

利
足
両
月
分

二
月

三
月（　　

利
足
両
月
分

四
月

子
ノ
十
月
6
カ
ス
也

　
。
一
本
金
弐
拾
両

丑
ノ
九
月
本
利
共
相
済
申
候

ハ
百
屋
五
郎
左
衛
門
ニ
カ
ス
也

銀
十
八
匁
五
分
相
済

銀
十
八
匁
四
分
相
済

　
　
　
　
　
　
（
抹
消
）

　
　
　
　
　
　
難
懇

　
　
崩
銀
十
七
匁
山
ハ
分
相
洛
田

銀
十
八
匁
五
分
相
済

銀
十
八
匁
五
分
相
済

、
親
屋
清
左
衛
門
ニ
カ
ス
也

十
・
月
十
一
月
十
二
月
一
ニ
ケ
月
利
足

　
　
　
佃
一
シ
本
金
共
二
仮
｛
｝
シ
弛
胴
取
也

㌶
」

金
壱
両
相
済

　
　
　
　
　
控

欝
廿
九
日
也
寅
八
線
離
衡
諜
家
来
蓮
兵
衛
艦

・
一
本
金
百
弐
拾
五
両
　
爵
山
お
と
ら

　
　
　
　
　
此
内
具
足
櫃
之
金
百
両
井
寅
ノ
春
小
折
松
木
之
代
金
廿
五
両
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貸
｝
　
　
　
　
　
　
　
（
券
）

　
　
右
ハ
家
じ
ち
こ
書
入
か
す
也
、
手
形
ハ
二
間
之
積
り
二
名
主
落
丁
与
兵
衛
、
費
主
お
と
ら
、
五
人
組
又
左
衛
門
・
吉
兵
衛
・
荏
兵
衛
・
今
顯
長
兵
衛

　
　
連
判
手
形
有
之
、
家
守
手
形
別
常
二
一
通
有
、
家
守
ハ
十
兵
衛
也
、
お
と
ら
与
兵
衛
ヘ
ハ
判
な
し
、
五
人
組
連
判
手
形
也

　
一
六
月
宿
ち
ん
請
取
分
　
　
壱
濁
壱
分
也

　
　
　
　
　
　
　
又
左
衛
門
持
参
相
済
候
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七
月
宿
ち
ん
購
鱈
相
済
鬼
両
壱
分
評
L

八
月
宿
ち
ん
　
　
二
分
也

　
　
　
　
　
同
人
持
参
候
也

右
京
町
二
丁
目
高
山
家
勢
期
間
か
り
候
金
子
返
進
申
度
由
、
又
左
衛
門
6
鈴
木
源
左
衛
門
・
堀
羽
弥
左
衛
門
方
へ
明
豊
故
、
其
段
草
津
湯
本
申
越
候

故
文
庫
之
か
ぎ
認
飛
脚
二
江
戸
へ
指
越
申
候
、

右
手
形
二
枚
両
人
取
出
シ
名
主
与
兵
衛
方
二
而
か
し
金
高
山
6
請
取
、
百
二
十
五
両
也
、
右
ハ
八
月
十
四
日
分
候
、
八
月
ハ
日
数
指
引
又
左
衛
門
仕
、

金
二
分
指
越
候
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妙
」
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（
。
野
蕪
能
縮
南
か
わ

　
　
｝
本
金
参
百
澗
　
　
　
鉛
主
与
兵
衛

　
　
利
金
月
割
十
二
両
也

此
内
金
（
鞭
騰
羅
松
山
跨
準
也

　
右
婚
家
し
ち
二
書
入
貸
シ
候
也
、
手
形
ハ
費
間
之
積
り
也
、
遺
訓
ハ
則
名
主
矢
部
与
兵
衛
也
、
五
人
組
傳
兵
衛
・
五
左
衛
門
・
甚
兵
衛
・
善
太
郎
・

　
半
十
郎
連
判
手
形
有
、
屋
守
手
形
別
紙
二
一
通
有
、
屋
守
ハ
九
兵
衛
と
云
也
、
与
兵
衛
ハ
判
ナ
シ
、
五
人
組
ハ
右
同
前
二
連
判
有
、
両
手
形
之
日
付

　
　
ハ
九
月
三
月
也
、
當
名
生
駒
頼
母
様
之
肉
林
七
右
衛
門
・
鈴
木
源
左
衛
門
・
堀
羽
弥
左
衛
門
と
有
之
候
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
」

　
寅
九
月
分
　
糀
町
十
丁
目
金
口
入
両
替
屋
荏
兵
徳
取
次
也

　
　
一
金
参
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
取

　
　
同
十
月
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
6

　
　
｝
　
参
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
取

　
　
同
十
一
月
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
入
6

　
　
一
　
参
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詰
取

　
　
同
十
二
月
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
6

　
　
｝
　
参
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
取

　
　
夘
正
月
分
　
　
右
金
両
替
屋
　
　
　
夘
二
月
分
　
　
同
人
6

　
　
｝
　
参
両
荏
兵
衛
取
次
請
取
　
～
参
両
　
請
取

　
　
三
月
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月
分

　
　
｝
　
参
両
　
　
　
　
　
　
　
　
一
参
両
　
同
人
6
請
取



具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

（
H
） 後

四
月
分

…
　
参
両

…
弐
拾
壱
両
同
人
6
叢
嶽
盟
鵬
灘
里
ノ
利
金
輿

　
　
　
此
金
末
二
一
所
二
書
入
候
也

延
宝
三
年
棚
五
月
6
同
四
年
辰
七
月
迄
　
平
野
忠
四
郎
支
醜
也

…
　
金
四
拾
五
両
　
　
　
　
　
　
糀
町
利
金
也
　
請
取

右
之
内

金
弐
拾
九
両
銭
十
四
文

金
参
両

金
五
両

　
　
　
　
夘
五
月
6
辰
七
月
迄
十
五
ヶ
月
田
安

　
　
　
　
入
用
金
二
渡
ス
由
平
野
忠
四
郎
局
請
取
携
帳

　
　
　
　
別
二
有
之
候

夘
ノ
暮
御
供
ニ
テ
罷
下
、
追
付
登
ノ
時

挑
不
足
入
用
二
請
取
遣
候
也

忠
四
郎
辰
ノ
八
月
尾
州
登
ノ
時

田
安
入
用
二
局
二
渡
置
候
挑
金
也

　
　
都
合
勘
定
相
済
、

延
宝
羅
離
6
＋
論
軌
謂
月
＋
・

　
　
右
之
内
九
両
三
分
銭
四
百
八
十
九
文

金
八
裏
二
百
文
　
鰯
饗
羅
離
勝
右
ノ
勘
定

　
　
　
　
　
　
　
　
挑
帳
二
印
判
押
樗
明
候
也

残
テ
五
両
銀
八
匁
六
分

延
宝
五
年
巳
正
月
分
利
金
也
、
荏
兵
衛
6
請
取

一
　
金
三
両

同
年
二
月
分

｝
　
金
三
両

同
四
月
分

［
　
金
三
両

両
替
屋
荏
兵
衛
5

請
取

荏
兵
衛
6
請
取

荏
兵
衛
6

五
ヶ
月
分
也
　
糀
町
利
金
也

賑
安
入
用
十
二
月
迄
之
内

堀
羽
弥
左
衛
門
請
取
帳
有

弥
左
衛
門
6
此
方
へ
請
取
置
也

請
取

帥
」

財
」

　
　
　
同
三
月
分
荏
兵
衛
6
請
取

　
　
　
一
　
金
三
両
　
田
安
入
用
弥
左
衛
門
へ
渡
ス

同
五
月
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砂
」

　
　
金
三
両
　
龍
兵
衛
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
主
上
野
西
池
之
端
か
や
町
二
丁
目
束
か
わ

延
宝
二
年
寅
十
二
月
十
｝
日

一
本
金
参
百
五
拾
両
　
浦
戸
山
伏
頭
大
学
院

　
　
利
金
月
携
十
二
両
也
　
　
（
櫃
）

　　

@　

@＼
㏍
n
量
禽
之
金
也
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是
モ
具
足
横
内
之
金
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
券
）

　
是
ハ
家
し
ち
二
入
借
候
手
形
費
問
之
積
リ
也

　
費
主
ハ
山
伏
頭
大
学
院
也
、
五
人
組
十
兵
衛
・
吉
兵
衛
・
七
兵
衛
・
六
右
衛
門
也
、
名
主
白
カ
ベ
屋
太
兵
衛
ト
云
者
也
、
此
十
六
間
口
家
根
本
二

　
間
遮
也
、
名
主
太
兵
衛
指
図
茶
舗
五
人
組
（
財
扁
）
手
形
連
判
二
枚
二
認
、
家
宅
聞
数
八
間
半
草
間
半
二
分
、
金
子
モ
両
家
江
分
テ
書
入
置
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
屋
守
手
形
別
紙
二
壱
通
有
、
屋
守
則
三
左
衛
門
ト
云
者
也
、
屋
造
請
人
ハ
武
兵
衛
ト
云
連
唱
而
、
則
大
学
院
家
来
之
由
也
、
此
町
之
作
法
二
而
屋

　
守
手
形
二
五
人
組
判
形
無
之
之
由
也
、
名
主
太
兵
衛
断
二
而
如
此
也
、
判
形
ハ
大
学
院
方
二
而
鈴
木
源
左
衛
門
・
堀
場
弥
左
衛
門
二
弟
子
家
老
正

　
学
坊
ト
云
者
二
型
主
遣
候
、
折
節
客
有
之
故
、
断
二
而
右
文
正
学
寮
出
合
、
太
兵
衛
方
二
者
五
人
組
一
所
二
名
主
前
幅
而
判
形
何
茂
仕
候
由
、
尤
屋

　
守
井
請
人
モ
同
所
二
郡
下
リ
候
、
金
子
参
百
五
拾
両
ハ
吉
兵
衛
宅
二
而
軍
学
坊
・
武
兵
衛
二
源
左
衛
門
・
弥
左
衛
門
改
メ
相
渡
座
、
當
名
生
駒
因

　
幡
様
御
内
林
七
右
衛
門
・
鈴
木
源
左
衛
門
・
堀
羽
弥
左
衛
門
ト
有
之
候
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
」

寅
十
二
月
分
利
金
也
、
参
両
二
分
ノ
筈
二
候
へ
共
日
割
故
如
此
二
候

一
弐
両
二
分

卯
正
月
分

一
参
両
二
分

同
三
月
分

一
参
両
二
分

同
後
四
月
分

一
参
両
二
分

　
　
三
　
卯

延
宝
四
年
辰
九
月

　
　
ミ
　
　
　
　
　
≧

弐
拾
四
両
弐
分

右
本
金
大
学
院
か
や
場
家
費
男
狂
付
三
百
五
拾
両
、

下
屋
あ
ら
物
や
　
吉
兵
衛
…
6
請
取

　
　
　
　
　
穆
一
月
分

同
人
6
請
取
…
参
両
二
分
　
同
人
6
講
取

　
　
　
　
　
同
四
月
分

嗣
人
6
請
取
…
参
両
二
分
　
同
人
6
請
取

同
人
6
請
取

籔
蒙
鑛
獲
難

右
ハ
卯
五
月
6
十
一
月
迄
ノ
利
金
也
、
吉
兵
衛
6
平
野
忠
四
郎
請

取
置
也

　
延
宝
三
年
卯
十
一
月
江
戸
へ
下
り
忠
四
郎
6
請
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
太
兵
衛
営
外
吉
兵
衛
立
合
改
、

此
方
江
金
請
取
手
形
共
忠
四
郎
持
参
、
返
シ
事
済
申
候
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也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
討
」

延
宝
四
年
辰
九
月
廿
五
日
過

一
弐
拾
壱
両
　
　
　
　
　
　
　
大
学
院
利
金
也

　
右
ハ
卯
五
月
6
辰
五
月
迄
大
学
院
利
金
也
、
前
駆
有
之
候
廿
四
両
二
分
ト
此
ケ
条
之
通
廿
一
両
ト
都
合
四
拾
五
両
二
分
請
取
也
、
但
シ
廿
～
両
ハ

　
患
四
郎
尾
州
罷
登
候
時
分
、
伊
奈
紋
左
衛
門
二
世
ケ
置
候
長
持
二
標
置
、
甚
九
月
下
リ
以
後
、
此
方
へ
長
持
取
寄
せ
廻
覧
共
二
請
取
、
事
済
候
也

　
右
下
谷
大
学
院
か
し
金
如
前
将
明
返
シ
請
取
也
　
　
帥
偏

（
－
）
延
茜
震
之
＋
互
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
主

　
」
、
本
金
参
百
両
　
　
　
　
下
町
五
良
兵
衛
町
爾
輪
五
軒
目

　
　
　
　
利
金
月
割
十
二
両
也
　
　
　
丑
佐
屋
荏
兵
衛

　
　
　
此
金
三
百
両
ハ
　
加
屋
場
町
大
学
院
方
6
返
シ
金
之
内
三
百
両
借
置
畳
、
具
足
櫃
江
入
善
金
之
内
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
券
）

　
　
　
是
俳
家
し
ち
二
入
借
シ
候
手
形
、
尤
売
間
ノ
積
り
也
、
士
写
王
ハ
五
郎
兵
衛
町
土
佐
群
議
兵
衛
也
、
五
人
組
連
判
者
名
主
五
郎
兵
衛
・
源
六
・
善
兵

　
　
　
衛
・
五
郎
左
衛
門
・
四
郎
兵
衛
ト
云
者
也
、
画
家
京
問
五
間
口
、
裏
江
町
並
拾
七
間
也
、
屋
守
之
手
形
別
需
二
壱
枚
有
、
則
荏
兵
衛
屋
守
也
、
五
人

　
　
　
組
連
判
有
、
名
主
ハ
此
手
形
二
判
形
無
口
候
、
辰
之
十
～
月
二
麟
（
オ
9
」
）
堀
羽
弥
左
衛
門
・
最
知
連
養
金
子
持
参
、
井
上
三
右
衛
門
宅
迄
参
同
道
、

　
　
　
土
佐
屋
荏
兵
衛
宅
三
間
金
子
改
メ
相
渡
、
五
人
組
立
合
手
形
判
形
二
枚
請
取
参
候
也
、
手
形
難
名
林
七
右
衛
門
・
弥
左
衛
門
・
連
養
三
人
書
入
候
也

　
　
　
　
　
　
利
金
請
取
覚

辰
之
十
㎝
月
分
　
　
　
同
十
二
月
分

一
　
金
参
両
　
　
～
　
参
両

延
宝
庶
年
巳
正
月
分

一
　
金
参
両
　
同
人
6
請
取

同
三
月
分

一
　
参
両
　
　
同
人
6
請
取

測
五
月
分

一
　
参
両
　
　
同
人
6
請
取

問
七
月
分

一
　
参
両
　
　
同
人
6
請
取

堤
ハ
九
月
利
足
分
、
断
二
而
如
此
請
取
候

　
一
　
壱
両

菰
郎
兵
衛
町
住
居
狩
野
探
雪
家
来
也

　
　
　
井
上
三
右
衛
門
6
請
取

同
二
月
分

　
　
参
両
　
同
人
6
請
取

同
四
月
分

一
　
参
両
　
同
人
6
請
取
　
　
帥
」

測
六
月
分

一
　
参
両
　
同
人
6
請
取

岡
八
月
分

一
　
参
両
　
同
人
6
請
取
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三
百
両
此
方
江
返
シ
候
墨
付
、
井
上
三
右
衛
門
宅
二
而
堀
江
弥
左
衛
門
・
弦
見
連
養
立
合
、
土
佐
屋
荏
兵
衛
金
持
参
、
請
取
手
形
二
枚
相
渡
候

　
　
　
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
」

（
J
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
㍑
白
紙
。

噸
馨
藷
…
八
日
也
か
解
四
丁
目
南
輸
・
問
縮
濯
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笠
屋
勘
兵
衛

　
　
　
　
利
金
月
割
十
二
両
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糀
丁
名
主
与
兵
衛
二
借
シ
置
三
百
両

　
　
　
此
金
弐
百
両
ハ
　
此
方
へ
返
候
金
之
内
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
具
足
へ
入
置
目
録
之
金
之
内
也

　
　
　
是
隠
家
し
ち
書
入
か
し
候
手
形
、
尤
論
難
也
、
家
守
手
形
有
、
以
上
弐
枚
也
、
名
主
矢
部
与
兵
衛
宅
江
五
人
組
出
合
、
志
津
弥
左
衛
門
・
弦
見
連

　
　
養
立
合
、
判
形
改
案
為
仕
候
、
右
之
日
限
也
、
五
人
組
者
家
聖
王
勘
兵
衛
・
五
入
組
之
内
作
兵
衛
・
理
右
衛
門
・
長
左
衛
門
・
弥
右
衛
門
・
与
兵

　
　
衛
、
以
上
六
人
連
判
手
形
也
、
此
方
謡
歌
林
野
右
衛
門
・
導
電
弥
左
衛
門
・
ち
・
は
ん
女
ハ
ニ
人
品
、
家
守
手
形
ニ
ハ
以
上
五
人
連
判
也
、
与
兵

　
　
衛
ニ
ハ
無
之
候
、
此
方
當
名
同
断
也
、
家
屋
敷
借
リ
主
（
オ
ー
」
）
即
勘
兵
衛
也
、
総
理
兵
衛
口
入
也

（
K
ざ
蕎
…
聾
罵
輪
轟
陀
翻
尺
八
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喰
代
七
郎
左
衛
門

　
　
　
利
金
月
割
十
～
　
両
也

　
　
　
此
金
百
両
ハ
　
鎌
訂
酩
駐
写
欺
賄
難
吻
凡
灘
肥
網
鋼
拙
酷
甑
返
シ
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
券
〉

　
　
　
是
ハ
謝
し
ち
書
入
か
し
候
手
形
、
尤
売
問
也
、
家
守
手
形
有
以
上
弐
枚
也
、
名
主
矢
部
与
兵
衛
宅
へ
五
人
組
出
合
、
混
融
弥
左
衛
門
・
弦
見
連

　
　
　
冊
立
合
判
改
単
為
仕
向
、
右
日
限
也
、
家
主
七
郎
左
衛
門
五
人
組
之
内
開
、
芦
沢
平
四
郎
・
同
庄
左
衛
門
・
名
主
与
兵
衛
也
、
町
所
二
6
間
数
一

　
　
　
等
二
買
入
候
家
獄
屋
扇
売
入
支
配
故
、
或
ハ
四
人
組
三
人
組
も
有
之
由
、
名
主
へ
弥
左
衛
門
前
葉
苦
候
由
二
而
以
上
導
入
二
言
判
仕
候
、
此
方
當

　
　
名
林
七
右
衛
門
・
黒
羽
弥
左
衛
門
ち
・
は
ん
女
塾
入
也
（
ウ
ー
」
）
、
家
守
手
形
七
郎
左
衛
門
、
則
家
屋
敷
か
り
主
、
外
題
平
四
郎
・
庄
左
衛
門
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
三
人
連
判
也
、
此
方
之
當
名
同
断
也
、
右
大
黒
屋
蕊
兵
衛
口
入
也

　
　
　
　
笠
爆
冨
働
丘
ハ
衛
利
金
　
大
黒
屋
荏
兵
衛
取
次
分
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巳
六
月
6
始
ル
　
　
　
　
　
同
七
月
分
　
　
　
　
　
同
八
月
分

一
　
金
弐
両
請
取
　
一
　
弐
両
請
取
　
一
　
弐
両
請
取

同
九
月
分
　
　
　
　
　
　
同
十
月
分
　
　
　
　
　
同
十
一
月
分

一
　
弐
両
請
取
　
　
一
　
弐
両
請
取
　
～
　
弐
両
請
取

同
十
二
月
分
　
　
　
　
　
同
後
十
二
月
分
　
　
　
午
ノ
正
月
分

一
　
弐
両
請
取
　
　
｝
　
弐
両
請
取
　
　
一
　
弐
両
請
取

　
右
弐
百
両
之
本
金
断
申
達
、
藩
候
様
口
出
甚
兵
衛
へ
申
談
候
隊
付
勘
兵
衛
調
、
午
之
二
月
二
日
堀
羽
弥
左
衛
門
、
名
主
百
穀
与
兵
衛
宅
二
而
荏
兵

　
衛
・
五
人
組
立
合
、
本
家
手
形
井
屋
守
手
形
相
渡
、
金
弐
百
両
請
取
、
罷
帰
孫
橋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
喰
代
七
郎
左
衛
門
利
金
　
大
黒
屋
荏
兵
衛
取
次
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
伽
は
白
紙
。

曝
翻
藩
騎
藷
♂
両
請
取
滑
♂
璽
粥
取

九
月
分
　
　
　
　
　
　
　
十
月
分
　
　
　
　
　
　
十
一
月
分

一
　
壱
両
請
取
　
　
一
　
壱
両
請
取
　
一
　
壱
両
請
取

十
二
月
分
　
　
　
　
　
　
後
十
二
月
分
（
マ
・
）
　
午
正
月
分
半
月

～
　
壱
両
請
取
　
　
一
　
壱
両
獲
鐵
　
～
　
弐
分
請
取

　
右
百
両
之
本
金
断
申
達
、
返
右
様
二
与
嘉
兵
衛
へ
申
談
候
二
付
、
七
郎
左
衛
門
相
調
、
午
之
正
月
十
六
日
堀
羽
弥
左
衛
門
・
名
主
糀
町
与
兵
衛
宅

　
二
号
荏
兵
衛
・
五
人
組
立
合
、
此
方
持
参
本
家
手
形
零
屋
守
手
形
相
渡
、
金
百
両
請
取
罷
帰
候
也
、
利
金
半
月
夏
蔦
兵
衛
方
6
指
越
候
也
　
　
婁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
魚
屋
吉
左
衛
門
利
金

電
蒙
劃
耐
讐
窮
宵
・
聖
券
・
銀
六
琶
叢

　
　
但
し
壱
ケ
月
二
十
八
匁
ツ
・
利
金
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薪
屋
清
左
衛
門
利
金

蒋
金
鐵
臨
峯
㍊
両
・
垂
弐
禦
塵
燦
叢

　
　
但
し
壱
ケ
月
二
十
八
匁
ツ
・
利
金
也

　
　
　
　
右
本
金
後
十
二
月
及
暮
返
シ
請
取
、
事
済
候
也

　
　
正
月
二
月
ノ
利
金
也

　
　
一
金
壱
分
・
銀
十
二
匁
　
魚
屋
吉
左
衛
門
利
金
請
取
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
以
上
、
黒
一
付
一
一
二
丁
、
　
一
綴
ジ
。
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表1　具足櫃の金の運用

貸付日　；物件住所：　借主　　1元金1内具足櫃1期間；　利金　　1年利率1備考

齢1・7i㈱・i鱗撫・i・・両i－i15・織贈ii元・1・済

・〃
堰i〃）塗屋五郎左i1・両i－i15月i銀・・匁・分i　i・

　〃　　2．10　　 i　（　　〃　　）　i薪腿宕i｝左衛？『ii　20ク　i　　　－　　　i　　3〃　i金1両　　　　 i　　　　　i　〃

延宝2．5．29i糀町2丁目i高山おとら　iユ25〃i100両　｝2，5〃i金3両　　i　　　i〃
　ほロロ　　　ロロ　　ロロ　　　しドロ　コロロリ　ロロロほし　　ロロ　　　　ロロ　　ロロ　し　ロコロのの　リリのやのにゅセのロリドロし　リロほり　ロ　リロ　ロロギコにほロリリににムギコ　　ロロ　　ロし　　　　　　　　　

・2．・．・緬・丁暗主矢部与兵i…〃i…〃i34〃i金1・2f，・・Ji12％i〃

綴欝瓢撚：：誤1翻窯窮｝

〃　5．5，281糀町4丁目1笠屋勘兵衛　1200ク1200〃　1　9〃1金18両　　：12％　1ク

〃・・6…脚・項階批評区左衛i1・・〃i1・・〃i8〃i金・両i12％i〃

〃・．11．28i（響町）i糊…左衛Fri・・〃i　i・・i（錨i　i〃

〃5．・・2gi㈱・i鱗左衛・・i…i　i・〃｝（鍛ii一

右
の
内
容
を
一
覧
す
る
た
め
、
表
1
に
示
し
た
。

　
（
蓬
）
は
、
魚
屋
町
左
衛
門
・
八
百
屋
五
郎
左
衛
門
・
薪
屋
清

左
衛
門
に
生
駒
氏
か
ら
各
金
二
〇
両
・
一
〇
両
・
二
〇
両
を
貸
付

け
、
毎
月
ま
た
は
二
か
月
ご
と
に
利
息
を
取
り
立
て
、
前
二
者
は

翌
年
九
月
目
元
利
共
返
済
、
後
一
跡
は
三
か
月
で
元
利
返
済
を
遂

げ
た
。
そ
の
こ
と
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
屋
号
は
素
朴
な
形

式
で
か
れ
ら
の
生
業
1
1
魚
屋
・
八
百
屋
・
主
屋
を
表
示
し
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
都
市
の
日
常
生
活
に
必
需
の
最
低
限

の
消
費
物
資
を
供
給
す
る
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
参
勤
交
替
で
江

戸
に
詰
め
た
諸
家
武
士
に
と
っ
て
、
か
れ
ら
の
存
在
は
欠
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
尾
張
家
が
江
戸
に
参
勤
の
家
臣
を
抱
え
、
多

人
数
の
日
常
生
活
を
営
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
生
活
に
必

要
な
物
資
を
供
給
す
る
商
工
業
者
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
十

七
世
紀
中
葉
の
江
戸
に
は
、
そ
う
し
た
物
資
供
給
の
循
環
系
統
が

末
端
ま
で
整
備
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
。
或
い
は
、
そ

れ
だ
け
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
か
。

　
一
般
に
金
貸
と
い
え
ば
町
人
が
武
家
に
用
立
て
る
の
が
普
通
で
、

武
家
が
町
人
に
金
を
貸
す
例
は
稀
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
事
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実
と
し
て
存
在
し
た
。
こ
こ
で
は
参
勤
随
行
の
上
級
武
士
が
江
戸
町
人
に
金
を
貸
付
け
、
相
応
の
利
子
を
確
保
し
て
元
金
を
図
挿
し
、
利
殖
に

成
功
し
て
い
る
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
魚
屋
と
早
早
は
帳
末
に
再
度
登
場
し
て
い
る
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
十
｝
月
、
両
者
は
各
金
三
〇
両
を
借
用
し
、
閏
十
二
月
を
含
め
年

内
二
か
月
分
の
利
息
金
二
歩
・
銀
六
匁
を
納
め
て
い
る
。
鍵
屋
は
年
末
に
元
利
返
済
し
た
。
こ
の
時
期
、
生
活
物
資
を
扱
う
経
済
が
好
調
で
、

拡
大
基
調
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
の
が
さ
ず
と
ら
え
た
利
勝
の
機
転
と
い
う
か
、
才
覚
を
評
価
し
て
お
き
た
い
。

　
続
く
部
分
（
（
F
）
以
下
）
は
金
額
が
一
ケ
タ
多
く
な
り
、
家
質
証
文
の
か
た
ち
を
と
る
。
家
質
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
の
貸
付

金
の
元
本
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
も
の
か
。
（
F
）
の
借
主
高
山
お
と
ら
の
借
金
一
二
五
両
の
注
記
に
、
内
一
〇
〇
両
は
「
具
足
櫃
之
金
」
、
二
五

両
が
「
寅
ノ
春
小
折
松
木
之
代
金
」
と
あ
る
。

　
同
様
に
（
G
）
の
糀
町
二
丁
目
の
名
主
与
兵
衛
に
貸
し
た
三
〇
〇
両
は
、
二
〇
〇
両
が
「
具
足
櫃
内
之
金
也
」
、
一
〇
〇
両
が
「
小
折
寅
之

半
払
市
松
山
代
金
也
」
と
あ
り
、
後
者
に
「
是
モ
具
足
櫃
内
ノ
金
也
］
と
注
記
し
て
い
る
。
（
H
）
の
江
戸
山
伏
頭
大
学
院
へ
の
貸
付
三
五
〇

両
は
、
「
具
足
櫃
内
之
金
也
」
と
記
さ
れ
た
も
の
二
八
○
両
、
残
り
七
〇
両
が
「
小
折
寅
之
春
払
候
松
山
代
金
之
内
」
か
ら
成
っ
て
い
た
。
大

学
院
は
こ
の
金
を
無
事
返
済
し
た
の
で
、
生
駒
家
は
こ
れ
を
「
具
足
蒲
江
入
置
」
き
（
1
）
、
内
三
〇
〇
両
を
土
佐
屋
喜
兵
衛
に
貸
付
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
櫃
脱
力
）

ま
た
、
（
J
）
糀
町
の
名
主
与
兵
衛
か
ら
返
っ
て
き
た
金
三
〇
〇
両
は
「
具
足
へ
差
置
目
録
之
金
」
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
二

〇
〇
両
を
糀
町
四
丁
目
の
笠
屋
勘
兵
衛
に
、
残
一
〇
〇
両
を
糀
町
六
丁
目
の
喰
代
七
郎
左
衛
門
に
貸
付
け
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
金
は
生
駒
家
の
具
足
櫃
に
保
管
さ
れ
、
貸
付
の
さ
い
持
ち
出
さ
れ
、
返
済
を
う
け
る
と
、
再
び
具
足
櫃
に
し
ま
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
み
え
る
「
松
山
」
「
松
木
」
は
、
一
章
に
紹
介
し
た
治
水
・
水
勢
統
御
・
砂
防
な
ど
の
目
的
で
設
定
さ
れ
た
松
山
、
お
よ
び
そ
の
産

物
で
あ
る
松
材
で
あ
る
。
松
材
を
売
却
し
た
代
金
が
貸
付
の
元
本
に
く
り
こ
ま
れ
、
貸
付
金
と
し
て
運
用
さ
れ
た
。

　
寛
文
十
二
年
七
月
か
ら
延
宝
五
年
十
一
月
ま
で
五
年
半
の
問
に
運
用
さ
れ
た
本
金
は
延
八
八
五
両
、
利
息
は
金
二
三
二
両
二
歩
と
壷
皿
四
七

匁
と
な
る
。
利
率
は
二
六
％
を
超
え
て
い
る
（
表
1
）
。
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具
足
櫃
は
武
士
の
家
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
道
具
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
戦
陣
に
お
い
て
は
、
鎧
・
甲
一
式
を
入
れ
、
中
間
に
か
つ
が
せ
て
戦

場
に
赴
く
。
平
時
に
は
、
儀
式
に
さ
い
し
、
た
と
え
ば
官
職
の
補
任
を
受
け
る
と
き
、
具
足
櫃
を
床
に
飾
り
、
一
族
郎
党
が
正
装
し
、
席
次
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

従
っ
て
座
敷
に
並
び
、
使
者
を
迎
え
る
。
頂
戴
し
た
補
任
状
は
具
足
櫃
の
上
に
置
く
。

　
具
足
櫃
の
も
う
ひ
と
つ
の
機
能
は
戦
時
に
お
け
る
金
銀
の
貯
蔵
・
運
搬
で
あ
る
。
足
軽
や
荷
駄
の
中
間
を
傭
う
の
に
必
要
で
あ
り
、
武
運
つ

た
な
く
戦
に
敗
れ
、
戦
場
を
離
脱
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
残
党
狩
り
の
百
姓
た
ち
に
金
品
を
あ
た
え
脱
出
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
。
戦
国
時
代

の
大
名
ク
ラ
ス
の
武
将
に
な
る
と
規
模
も
大
き
く
、
足
軽
以
下
の
軍
団
編
成
に
も
必
要
な
金
銀
を
か
ね
て
用
意
し
て
い
た
。
そ
の
置
き
場
所
こ

そ
具
足
櫃
で
あ
っ
た
。
関
ケ
原
か
ら
こ
の
こ
ろ
ま
で
、
大
名
た
ち
が
米
価
以
下
の
変
動
に
最
も
敏
感
で
あ
っ
た
。
加
藤
清
正
、
細
川
忠
興
・
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

利
な
ど
も
こ
ま
ご
ま
と
米
・
金
の
運
用
に
つ
き
指
示
し
た
書
状
を
多
く
残
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
軍
用
金
が
十
七
世
紀
後
半
の
平
和
を

迎
え
た
い
ま
、
町
人
へ
の
貸
付
元
本
と
化
し
、
具
足
櫃
は
そ
の
貯
蔵
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
時
勢
の
変
化
を
よ
く
映
し
だ
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
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2
　
家
質
証
文
の
か
た
ち

　
貸
付
の
形
式
は
家
質
証
文
の
か
た
ち
を
と
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
家
質
は
家
屋
敷
を
抵
当
に
入
れ
金
を
借
り
る
形
式
で
、
じ
つ
は
売
渡

証
文
一
売
券
な
の
で
あ
る
。
広
く
町
人
の
問
で
行
わ
れ
た
。
江
戸
と
大
坂
で
差
異
が
あ
り
、
こ
の
史
料
は
江
戸
の
家
質
証
文
と
し
て
古
い
例
で

　
③

あ
る
。

　
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
（
↓
の
土
佐
屋
の
事
例
か
ら
説
明
す
る
。

　
売
主
は
土
佐
屋
喜
兵
衛
。
物
件
は
下
町
五
郎
兵
衛
町
南
輪
五
軒
目
に
あ
る
京
間
五
聖
口
、
裏
へ
町
並
一
七
間
の
屋
敷
で
あ
る
。
こ
の
場
所
は

当
時
最
も
繁
栄
し
た
日
本
橋
の
区
域
、
南
伝
馬
町
の
近
く
で
あ
っ
た
。
「
利
金
月
割
十
二
両
也
」
と
は
、
利
息
が
一
〇
〇
両
に
つ
き
一
二
両
、

つ
ま
り
年
利
一
二
％
、
こ
れ
を
毎
月
割
に
し
て
返
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
住
人
は
狩
野
如
法
家
来
井
上
三
右
衛
門
。
堀
羽
弥
左
衛
門
・
弦
兇
連
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養
・
林
七
右
衛
門
の
急
心
は
生
駒
家
の
家
老
・
用
人
で
あ
る
。
堀
羽
と
瀬
見
が
井
上
宅
に
立
ち
寄
り
、
同
人
同
道
の
う
え
土
佐
屋
宅
を
訪
れ
、

金
三
〇
〇
両
を
渡
す
。
こ
の
と
き
五
人
組
の
名
主
五
郎
兵
衛
・
源
六
・
善
兵
衛
・
五
郎
左
衛
門
・
四
朗
兵
衛
が
立
合
い
、
連
判
手
形
を
生
駒
家

側
に
渡
す
。
手
形
の
宛
名
は
筆
頭
家
老
林
七
右
衛
門
と
な
っ
て
い
る
。
主
家
の
名
を
露
わ
に
し
な
い
配
慮
か
。
も
っ
と
も
、
（
H
）
の
山
伏
頭

大
学
院
の
場
合
は
、
「
生
駒
因
播
様
御
内
林
…
…
」
と
し
て
お
り
、
さ
ほ
ど
こ
だ
わ
り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
別
に
、
喜
兵
衛
の
借
家
を
管
理

す
る
屋
（
家
）
守
の
手
形
も
と
る
。
こ
れ
で
契
約
は
終
る
。

　
返
済
は
借
家
人
（
井
上
）
が
「
宿
ち
ん
」
1
1
家
賃
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
毎
月
三
両
の
金
が
貸
付
利
息
と
し
て
生
駒
家
用
人
の

手
元
に
届
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
翌
年
九
月
元
金
三
〇
〇
両
が
返
さ
れ
、
同
月
分
の
利
息
（
た
ぶ
ん
上
旬
ま
で
）
一
両
を
受
け
取
っ
て
契
約
は

解
消
し
た
。

　
家
質
は
自
分
の
持
家
を
質
に
入
れ
て
金
を
借
り
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
は
、
持
家
を
貸
し
、
借
屋
人
の
家
賃
を
も
っ
て
利
息
支
払
い
に
あ
て

た
。
～
般
に
、
零
細
な
商
人
の
資
金
需
要
に
応
じ
る
金
融
形
態
と
さ
れ
て
い
る
。

　
同
様
に
、
（
J
）
は
糀
（
麹
）
町
四
丁
目
の
笠
屋
勘
兵
衛
に
金
二
〇
〇
両
を
年
利
一
二
％
で
貸
付
け
た
も
の
。
先
述
の
ご
と
く
実
は
勘
兵
衛
は

「
家
売
主
」
で
あ
り
、
「
借
り
主
」
と
し
て
そ
こ
に
居
住
し
、
毎
月
金
二
両
の
家
賃
を
利
息
と
し
て
支
払
っ
て
い
た
。
こ
の
契
約
は
大
黒
屋
喜

兵
衛
の
口
入
に
よ
る
も
の
で
、
利
金
の
取
次
も
喜
兵
衛
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。
同
人
は
（
G
）
に
み
え
る
「
糀
町
十
丁
目
金
口
入
両
替
屋
喜
兵

衛
」
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
（
大
黒
屋
は
屋
号
、
両
替
崖
は
職
業
を
示
す
）
、
金
融
の
ケ
タ
が
上
が
る
の
と
な
ら
ん
で
、
両
替
商
の
よ
う
な
専
門

業
者
が
契
約
に
介
在
す
る
動
き
が
出
て
き
た
こ
と
を
示
す
か
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
笠
屋
勘
兵
衛
の
借
り
た
金
二
〇
〇
両
が
九
か
月
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
、
生
駒
氏
は
返
金
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
を
両
替
屋
喜
兵

衛
が
仲
介
し
て
い
る
。
（
K
）
の
糀
町
六
丁
目
喰
代
七
郎
左
衛
門
の
事
例
も
笠
屋
勘
兵
衛
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
家
質
に
書
入
れ
た
が
、

　
　
　
　
　
（
券
）

実
態
は
「
責
問
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
も
、
足
掛
け
九
か
月
で
元
金
二
〇
〇
両
の
返
済
を
求
め
、
手
形
と
引
替
え
に
利
勝
は
金
一
〇
〇
両

を
取
戻
し
た
。
先
述
の
（
E
）
魚
屋
・
八
百
屋
・
楽
屋
の
場
合
、
三
か
月
で
利
息
に
本
金
を
加
え
、
返
済
し
て
い
る
。
（
F
）
の
高
山
お
と
ら
も
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理
由
が
わ
か
ら
な
い
が
、
三
か
月
で
返
金
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
草
津
温
泉
に
静
養
中
の
利
勝
に
飛
脚
が
走
っ
た
。
こ
れ
以
外
の
早
い
返
金
要

求
が
い
か
な
る
必
要
に
も
と
づ
い
た
行
為
で
あ
っ
た
か
、
何
も
史
料
は
語
ら
な
い
が
、
結
果
か
ら
み
る
と
、
本
金
を
確
保
す
る
意
味
が
あ
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。

　
生
駒
氏
の
こ
の
貸
付
は
、
じ
つ
は
利
息
か
せ
ぎ
の
投
資
と
い
う
べ
き
で
、
具
足
櫃
の
金
を
順
序
よ
く
廻
し
、
利
息
を
か
せ
ぐ
こ
と
に
重
点
を

置
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
表
1
の
右
端
矢
印
に
示
し
た
よ
う
に
、
元
本
の
資
金
を
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
回
転
さ
せ
、
利
息
を
手
に
し
て
い
る
。

事
実
上
売
券
で
あ
り
な
が
ら
、
家
質
の
形
式
を
と
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
買
い
取
っ
て
し
ま
え
ば
家
屋

敷
は
手
に
入
る
が
、
百
両
単
位
の
元
本
は
消
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
つ
ぎ
の
家
賃
と
し
て
入
る
利
息
収
入
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

元
本
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
収
入
を
確
保
す
る
方
法
と
し
て
、
家
質
証
文
の
形
式
は
有
利
で
あ
っ
た
。
参
勤
交
代
で
江
戸
に
滞
在
す
る
武
士
が
お

こ
な
う
投
資
行
動
と
し
て
は
、
家
屋
敷
を
手
に
入
れ
る
よ
り
も
、
小
口
と
は
い
え
定
期
に
確
実
に
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
利
息
収
入
が
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
武
家
の
都
合
と
借
り
手
の
町
人
と
の
間
を
調
整
す
る
存
在
と
し
て
、
両
替
商
の
よ
う
な
専
門
業
者
が
介
在
す
る
に
い
た
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
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3
　
投
資
の
対
象

　
具
足
櫃
の
金
の
貸
付
が
投
資
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
対
象
と
な
っ
た
の
は
な
に
か
。
ま
ず
地
域
か
ら
考
え
る
と
、
（
F
）
の
高
山
お
と
ら
は

椿
町
二
丁
目
、
（
G
）
の
名
主
与
兵
衛
は
同
南
側
、
口
入
の
両
替
屋
喜
兵
衛
は
糀
町
十
丁
目
、
（
」
）
笠
屋
勘
兵
衛
は
糀
町
四
丁
目
、
（
K
）
喰
代

七
郎
左
衛
門
は
同
六
丁
目
南
輪
と
、
糀
町
が
多
数
を
占
め
、
（
H
）
江
戸
山
伏
頭
大
学
院
が
上
野
西
池
之
端
加
屋
場
町
二
丁
目
東
側
、
（
1
）
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
谷
）

佐
屋
喜
兵
衛
が
下
町
五
良
兵
衛
町
と
な
っ
て
い
る
。
大
学
院
の
借
家
人
下
屋
あ
ら
物
屋
吉
兵
衛
を
加
え
て
も
三
件
で
、
糀
町
が
中
心
に
な
っ

て
い
る
。



具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

　
糀
町
1
1
麹
町
に
は
尾
張
家
の
中
屋
敷
が
あ
っ
た
。
尾
張
家
は
二
代
光
友
の
時
代
、
市
ヶ
谷
に
上
屋
敷
、
麹
町
・
四
ッ
谷
・
麻
布
に
中
屋
敷
、

戸
山
に
下
屋
敷
な
ど
を
有
し
た
。
こ
の
う
ち
麹
町
屋
敷
の
下
賜
は
寛
永
十
四
年
・
明
暦
二
年
の
二
説
あ
り
、
屋
敷
は
江
戸
城
麹
町
門
（
半
蔵
門
）

か
ら
四
ッ
谷
見
付
ま
で
町
屋
＝
二
町
が
建
て
続
き
、
甲
州
街
道
の
要
衝
に
あ
た
っ
て
い
た
。
正
保
三
年
京
秤
座
の
神
善
四
節
が
「
商
の
道
か
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ぐ
ら
ん
魏
町
」
の
句
を
残
し
て
い
る
。
江
戸
開
府
以
来
、
本
町
と
並
ぶ
歴
史
を
も
つ
町
で
あ
っ
た
。
延
宝
八
年
「
江
戸
方
角
安
見
図
」
ほ
か
寛

文
・
延
宝
期
の
江
戸
絵
図
を
見
る
と
、
麹
町
七
丁
目
の
半
ば
あ
た
り
か
ら
十
丁
目
（
四
ッ
谷
見
付
）
に
か
け
て
「
尾
張
中
将
殿
」
の
屋
敷
が
街

道
に
面
し
て
位
置
し
て
い
る
。
綱
誠
の
屋
敷
で
あ
る
。
噸
麹
町
区
史
』
に
よ
る
と
、
こ
の
町
の
特
徴
は
糀
（
麹
）
を
は
じ
め
、
肴
屋
な
ど
日
常

生
活
必
需
品
を
供
給
す
る
機
能
を
も
た
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
利
勝
の
貸
付
対
象
で
あ
っ
た
魚
屋
・
八
百
屋
・
薪
屋
と
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ

⑥る
。
貞
享
年
中
の
「
江
戸
鹿
子
」
に
よ
れ
ば
、
三
、
四
丁
目
に
丁
寧
、
五
丁
目
西
瓜
の
市
、
六
丁
目
乗
物
屋
・
ふ
と
物
や
、
十
丁
目
竹
や
、
十

一
丁
目
糀
や
が
あ
っ
た
と
。
寛
文
初
年
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
、
大
通
り
の
両
側
に
町
屋
が
密
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期

に
あ
た
る
。

　
こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
の
金
融
は
職
業
的
・
専
門
的
な
そ
れ
と
い
う
よ
り
は
、
参
勤
し
た
尾
張
家
中
の
居
住
地
、
近
隣
地
域
に
お
け

る
個
別
の
私
的
な
交
流
関
係
か
ら
自
然
発
生
的
に
生
じ
、
し
だ
い
に
拡
大
し
、
両
替
屋
な
ど
の
専
門
業
者
を
ま
き
こ
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
在
江
戸
の
武
士
と
し
て
み
ず
か
ら
の
生
活
環
境
を
整
備
、
保
全
す
る
こ
と
に
当
初
の
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
に
人
と
組
織
で
あ
る
。
魚
屋
・
八
百
屋
・
薪
屋
以
下
の
生
活
必
需
品
調
達
商
人
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
く
り
か
え
さ
な
い
。

　
（
F
）
の
高
山
お
と
ら
は
若
狭
小
浜
の
酒
井
家
二
代
忠
直
の
家
中
高
山
平
兵
衛
の
娘
と
あ
る
。
平
兵
衛
は
酒
井
家
万
治
元
年
（
～
六
五
八
）
の

分
限
帳
に
弓
足
軽
一
〇
人
の
頭
と
し
て
「
三
百
石
　
高
山
平
兵
衛
」
が
み
え
る
。
寛
文
十
三
年
の
江
戸
分
限
帳
に
も
三
百
石
の
奏
者
役
と
し
て

　
　
　
　
　
　
⑦

登
録
さ
れ
て
い
る
。
武
家
の
女
性
が
借
用
し
た
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。

　
（
G
）
の
延
宝
二
年
九
月
に
三
〇
〇
両
を
借
り
た
糀
町
二
丁
目
の
名
主
与
兵
衛
は
、
江
戸
で
は
名
の
知
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
も
と
豊
島
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

矢
部
村
の
出
身
と
い
い
、
矢
部
氏
を
名
乗
っ
た
。
徳
川
家
康
の
江
戸
入
部
を
積
極
的
に
迎
え
、
糀
町
の
名
主
を
ま
か
さ
れ
た
と
い
う
。
契
約
の
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形
式
は
土
佐
屋
の
例
と
変
ら
ず
、
五
人
組
・
家
（
屋
）
守
の
連
判
ま
で
同
じ
、
た
だ
、
利
息
の
支
払
い
に
両
替
屋
喜
兵
衛
が
取
次
を
務
め
て
い

る
点
が
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
与
兵
衛
は
判
を
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
と
以
下
に
述
べ
る
事
実
か
ら
、
こ
の
貸
付
は
与
兵
衛
個
人
に
対
す

る
も
の
で
な
く
、
与
兵
衛
の
名
を
籍
り
た
町
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
（
H
）
に
「
此
町
之
作
法
」
に
よ
り
、
家
守

手
形
に
五
人
組
の
判
形
は
な
い
由
の
記
事
が
あ
る
（
傍
点
参
照
）
。
江
戸
の
町
も
京
・
堺
な
ど
と
同
じ
く
、
個
性
を
も
っ
た
共
同
体
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
寅
（
延
宝
二
年
）
九
月
よ
り
卯
閏
四
月
ま
で
九
か
月
は
毎
月
、
卯
二
月
よ
り
十
一
月
ま
で
七
か
月
は
ま
と
め
て
二
一
両
、

い
ず
れ
も
喜
兵
衛
か
ら
受
け
と
っ
た
。

　
続
い
て
、
支
出
の
部
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
「
糀
町
利
金
也
」
と
の
み
あ
っ
て
与
兵
衛
の
名
は
な
い
。
延
宝
元
年
卯
五
月
差
り
四

年
七
月
ま
で
一
五
か
月
分
の
利
金
四
五
両
の
支
出
明
細
、
平
野
忠
四
郎
は
生
駒
家
の
侍
で
あ
る
。
か
れ
が
こ
の
件
の
担
当
者
で
あ
っ
た
。
う
ち

二
九
両
と
銭
～
四
文
を
「
田
安
入
用
金
」
に
支
出
し
た
。
三
両
は
延
宝
三
年
春
参
勤
の
綱
誠
に
随
行
し
、
引
続
き
名
古
屋
へ
帰
っ
た
と
き
の
不

足
分
の
費
用
に
あ
て
た
。
五
両
は
翌
四
年
八
月
平
野
忠
四
郎
が
尾
張
へ
帰
国
し
た
さ
い
「
田
安
入
用
」
に
あ
て
る
た
め
局
に
渡
し
置
い
た
。
八

両
と
好
事
〇
〇
文
は
忠
四
郎
の
尾
州
帰
国
時
の
勘
定
帳
に
～
括
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
田
安
入
用
」
を
は
じ
め
、
わ
か
ら
な
い
点
も
多
い
が
、

公
務
と
し
て
の
参
勤
以
外
に
、
江
戸
と
尾
張
の
二
元
生
活
を
円
滑
に
運
営
す
る
う
え
で
の
連
絡
事
務
に
経
費
が
支
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
帳
は
メ
モ
で
あ
り
、
上
位
の
台
帳
と
し
て
項
目
別
の
支
出
を
ま
と
め
た
「
梯
帳
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
矢
部
与
兵
衛
・
糀
町
と
の
取
引
は
家
質
証
文
の
自
然
な
利
用
形
態
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
人
為
的
措
置
を
こ
ら
し
た

（
金
を
抽
き
出
す
）
装
置
の
役
割
を
は
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
延
宝
四
年
八
月
よ
り
十
二
月
ま
で
五
ケ
月
分
の
利
金
一
五
両
も
「
田
安
入
用
」
の
年
内
分
と
し
て
九
両
三
歩
余
を
支
出
し
、
残
り
の
五
両
と

銀
八
匁
六
分
を
家
老
堀
羽
黒
左
衛
門
か
ら
利
勝
が
受
取
っ
た
。
同
五
年
正
月
～
五
月
の
利
金
は
両
替
屋
喜
兵
衛
か
ら
利
勝
が
直
接
に
受
け
取
り
、

一
部
を
「
田
安
入
用
」
と
し
て
堀
羽
に
渡
し
た
。

　
（
H
）
の
江
戸
山
伏
頭
大
学
院
は
修
験
の
黒
頭
で
あ
ろ
う
。
間
口
一
六
日
の
家
を
八
間
半
と
七
節
半
の
二
つ
に
分
け
、
金
子
も
二
分
し
て
書
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具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
谷
）

き
入
れ
た
。
家
守
は
大
学
院
の
家
来
の
由
で
あ
っ
た
。
利
金
は
下
屋
あ
ら
物
屋
吉
兵
衛
が
支
払
っ
て
お
り
、
か
れ
が
借
家
人
と
し
て
居
住
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
延
宝
三
年
五
月
か
ら
翌
四
年
五
月
ま
で
の
大
学
院
利
金
は
二
一
両
、
忠
四
郎
が
尾
張
へ
帰
っ
た
と
き
、
伊
奈
紋
左
衛
門
に
預
け
た
長
持
に
入

れ
て
お
い
た
の
を
、
九
月
に
江
戸
へ
来
て
の
ち
、
長
持
を
と
り
よ
せ
、
小
串
と
も
受
取
っ
た
。
伊
奈
紋
左
衛
門
は
未
詳
、
利
勝
の
実
妹
（
肥
田

氏
）
が
伊
奈
権
左
衛
門
室
と
な
っ
て
い
る
。
一
族
か
。

4
　
小

結

　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
総
体
と
し
て
解
釈
す
る
と
、
当
時
十
七
世
紀
後
半
江
戸
の
都
市
建
設
は
年
率
一
二
％
前
後
の
利
子
を
生
み
だ
す
速
度
で

進
ん
で
お
り
、
そ
の
状
況
を
と
ら
え
た
利
勝
の
「
才
覚
」
を
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
才
覚
」
の
実
現
を
さ
さ
え
て
い
た
の
が

「
在
所
」
、
即
ち
旧
在
地
領
主
の
本
領
の
位
置
に
お
か
れ
た
小
折
屋
敷
の
経
営
で
あ
っ
た
。

　
生
駒
氏
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
江
戸
で
の
日
常
生
活
と
、
江
戸
と
尾
張
の
二
元
的
経
済
生
活
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、
投
資
や
各
種
の
小
口

の
貨
幣
経
済
が
必
要
で
あ
り
、
便
利
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
貨
幣
取
得
が
こ
の
金
融
活
動
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
冊
子
の
表

紙
記
事
に
「
尾
州
二
而
も
此
後
度
々
か
し
金
有
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
生
駒
家
の
家
政
に
お
け
る
私
的
な
貨
幣
経
済
は
、
江
戸
屋

敷
か
ら
し
だ
い
に
尾
張
の
本
国
へ
と
浸
潤
、
展
開
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
、
こ
れ
ま
で
江
戸
の
都
市
建
設
は
、
公
儀
の
天
下
普
請
に
よ
る
海
岸
線
の
埋
め
立
て
工
事
と
町
割
計
画
の
実
行
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

主
た
る
労
働
力
は
公
儀
上
品
役
に
よ
り
投
下
、
達
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
事
実
と
み
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
は
都
市
の
基
本
的
骨
格
、
生
産
手
段
に
比
さ
れ
る
よ
う
な
ハ
ー
ド
部
分
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
形
成
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上

に
都
市
住
民
の
生
活
が
安
全
に
い
と
な
め
る
よ
う
な
、
き
め
の
こ
ま
か
い
毛
細
管
的
な
循
環
機
能
と
構
造
、
即
ち
ソ
フ
ト
部
分
は
、
住
民
i

と
り
わ
け
参
勤
交
代
に
よ
り
江
戸
で
の
都
市
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
諸
大
名
家
の
武
士
た
ち
一
の
私
的
な
貨
幣
投
資
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
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た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
当
時
江
戸
に
お
い
て
貨
幣
資
産
（
金
銀
）
を
持
っ
て
い
た
の
は
武
家
で
あ

る
か
、
町
人
・
商
工
業
者
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
も
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
門
世
鏡
抄
」
、
続
群
書
類
従
三
二
輯
。
拙
稿
「
公
儀
」
と
幕
藩
領
王
制
一
、
『
著

　
作
集
幅
第
三
巻
。

②
罷
…
本
県
史
料
幽
中
世
篇
、
加
藤
家
文
書
。
『
大
B
本
近
世
史
料
臨
細
川
家
文

　
書
。
ほ
か
に
、
岡
山
の
池
田
、
仙
台
の
伊
達
、
盛
岡
の
南
部
、
秋
田
、
阿
波
の
蜂

　
須
賀
、
高
知
の
山
内
各
氏
な
ど
多
数
。

③
『
日
本
経
済
史
辞
典
臨
「
家
質
」
の
項
。
日
本
評
価
新
社
、
一
九
五
四
年
。
石

　
井
良
助
「
家
質
の
研
究
偏
、
『
国
家
学
会
雑
誌
臨
七
三
…
三
。
享
保
十
四
年
質
地
の

　
利
子
が
禁
止
さ
れ
て
か
ら
家
賃
を
支
払
う
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
史

　
料
で
は
早
く
利
子
支
払
い
を
唯
心
ち
ん
」
で
支
払
っ
て
お
り
、
興
味
を
惹
く
。

④
『
東
京
市
史
稿
臨
市
街
篇
第
二
・
同
第
五
、
復
刻
版
、
臨
川
書
店
、
一
九
九

　
三
・
九
四
年
。

⑤
東
京
堂
出
版
、
～
九
七
五
年
。

⑥
『
麹
町
野
史
睡
第
四
章
。
一
九
三
五
年
。
貞
享
版
門
江
戸
鹿
子
」
に
よ
る
記
述
。

　
別
に
、
「
国
府
路
町
扁
説
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦
『
小
浜
市
史
隔
藩
制
史
料
編
二
。
寛
文
七
年
の
分
限
帳
に
も
江
戸
詰
の
「
高
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
兵
衛
　
三
百
石
」
が
み
え
る
。
高
山
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

⑧
前
掲
注
⑥
。

⑨
玉
丼
哲
雄
『
江
戸
の
都
市
計
画
輪
、
週
刊
朝
日
百
科
七
二
、
一
九
八
七
年
。
同

　
『
江
戸
一
失
わ
れ
た
都
市
空
夢
を
読
む
一
己
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。
噸
東

　
京
市
史
稿
』
市
街
篇
第
三
、
第
四
な
ど
。
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む
す
び
に
か
え
て

　
史
料
の
解
説
が
煩
瑛
に
わ
た
っ
た
の
で
、
論
旨
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
尾
張
の
在
地
領
主
生
駒
氏
は
、
近
世
、
尾
張
徳
川
家
の
家
中
に
属
し
領
知
を
受
け
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
生
駒
家
歴
代
が
開
発
・
領
有
し
た

旧
領
地
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
旧
領
地
は
豊
臣
秀
吉
以
下
の
天
下
人
と
幕
藩
権
力
に
よ
り
認
証
さ
れ
、
尾
張
家
々
篭
僧
の
編
威
に
お
い
て
も

「
在
所
持
」
な
る
格
式
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
「
在
所
持
」
と
さ
れ
た
武
士
は
尾
張
家
に
お
い
て
他
に
も
存
在
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
深
く
追

求
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
生
駒
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
小
折
村
に
つ
い
て
、
「
在
所
」
1
1
本
貫
の
地
と
し
て
の
格
式
が

お
の
ず
か
ら
表
明
す
る
と
こ
ろ
の
領
膚
権
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
、
尾
張
家
が
宛
行
っ
た
領
知
と
し
て
の
現
実
の
給
知
領
有
権
と
の
問
に
矛
盾

を
内
包
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
当
初
、
生
駒
氏
は
「
在
所
」
を
旧
領
小
折
村
全
体
（
二
千
石
）
と
若
干
の
周
辺
開
発
領
地
と
理
解
し
主
張
し
て
い
た
が
、
幕
藩
制
的
領
知
の



具足櫃の金のゆくえ（朝尾）

原
則
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
尾
張
家
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
お
よ
そ
天
和
（
一
六
八
｝
1
八
三
）
か
ら
元
禄
初
頭
（
一
六
八
八
1
）
に

い
た
る
時
期
に
両
者
の
間
に
妥
協
が
成
立
し
、
生
駒
氏
の
「
在
所
」
は
小
折
村
内
に
所
在
し
た
そ
の
屋
敷
（
小
折
屋
敷
、
ま
た
は
生
駒
屋
敷
、
生

駒
下
訳
敷
）
1
1
城
館
と
、
そ
の
他
若
干
の
部
分
に
縮
小
、
確
定
し
た
。
以
後
、
「
在
所
」
は
公
私
と
も
こ
の
屋
敷
を
中
心
と
し
た
部
分
を
さ
す
こ

と
と
な
る
。

　
生
駒
利
勝
は
「
在
所
」
を
永
久
に
続
く
イ
エ
の
所
有
と
と
ら
え
、
そ
の
屋
敷
が
生
む
貨
幣
・
米
を
小
折
村
を
は
じ
め
、
近
隣
他
村
に
ま
で
勧

農
に
、
治
水
に
運
用
し
、
商
工
業
者
ま
た
貧
窮
者
に
貸
付
け
る
な
ど
の
害
悪
を
お
よ
ぼ
し
、
多
様
な
公
共
機
能
を
は
た
し
た
。
開
発
領
主
で
は

な
く
、
家
中
武
士
と
な
っ
て
生
産
活
動
か
ら
遊
離
し
た
い
ま
、
そ
れ
は
義
務
で
は
な
い
が
、
有
力
者
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
倫
理

（
ノ
ブ
リ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ェ
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
利
勝
は
尾
張
家
の
参
勤
に
随
行
し
、
数
度
に
わ
た
り
江
戸

で
生
活
を
送
っ
た
。
十
七
世
紀
後
半
の
江
戸
は
急
激
で
大
量
の
地
方
武
士
を
受
け
入
れ
、
そ
の
生
活
手
段
の
整
備
に
追
わ
れ
て
い
た
。
利
勝
は

こ
こ
で
も
近
隣
の
商
人
た
ち
に
資
本
を
貸
付
け
、
そ
の
経
営
の
伸
長
を
援
助
し
た
。
こ
の
資
金
元
本
は
「
在
所
」
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
大
名
の
家
中
と
江
戸
の
町
人
と
い
う
一
見
異
な
る
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
居
住
地
の
住
民
と
し
て
は
利
害
を
共
有
す
る
側
面
も
あ

っ
た
。
利
勝
は
こ
の
日
常
生
活
物
資
の
調
達
、
雷
声
開
発
に
お
け
る
ソ
フ
ト
面
へ
の
投
資
に
よ
っ
て
、
年
率
　
二
％
以
上
の
利
金
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
従
来
、
こ
の
時
期
の
大
坂
町
人
の
活
動
に
か
ん
し
、
井
原
西
鶴
の
影
響
も
あ
っ
て
町
人
の
「
才
覚
」
が
時
代
を
動
か
す
力
と

し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
利
勝
の
よ
う
な
地
方
大
名
家
中
の
武
士
も
ま
た
、
急
速
に
成
長
す
る
江
戸
開
発
の
な
か
に
あ
っ
て
、
武
家
の
貨
幣

経
済
運
用
の
「
才
覚
」
を
発
揮
す
る
余
地
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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　　　　　Functions　of　the　Fund　Saved　in　Armor　Chests：

Study　on　the　Territory　Management　of　the　Owari　lkomas

by

AsAo　Naohiro

　　The　Owa擁一Tokugawas尾張徳川家kept　a　number　of　vassals　allowed　to　have　a

terdtory　cailed“Zaisho在所”．　They　were　the　feudal　lords　of　Owari　country　who　had

lived　before　the　Owari－han尾張藩was　founded，　and“Zaisho”was　the　native　land

where　they　had　fks毛grounds．　Though　the　Ikomas生駒家，who　had　deve至oped　il

Kiso－gawa木曽川river　alluVial　fan，　insisted　on　the　Koori－vi旦age小折村area　as　his

“Zaisho”，　the　Owaii－Tokugawas　did　not　accept　it．　And　around　1681－91　years，　it　was

finally　decided　that　the　range　of　“Zaisho”　was　limited　to　his　ex－castie／mansion　area．

　　In　this　paper，1　anaiyze　the　territory　rule　calted‘‘Joumoku条目”which　Toshikatu

正koma生駒利勝estabKshed　to　manage　this“Zaisho”　anCl　the　income　anCl　expenditure

account　books　for　investment　du血g　his　assignment　in　Edo．

　　By　analysis　of　the　role　“Jotrmoku”，　it　became　clear　that　the　fund　for　the　public　and

social　function　such　as　encouraging　agriculture，　river　improvement　construction，

commerce　and　industry　in　the　Koori－village　and　the　local　communlty，　was　raised　from

his　“Zaisho”．

　　And　the　account　books　show　that　this無nd　was　loaned　to　townspeop正e　around　his

mansion　in　Edo，　which　brought　around　1290　a　year　profits　to　the　lkomas’　finance．　lt

was　assumed　that　this　kmd　of　funds　were　usefu1　for　the　formation　of　a　ck”cu｝ation

system　raising　the　ure　requisite　supplies　for　the　Edo　that　accepted　a　large　number　of

samurais　who　came　to　live　in　a　system　of　alternate　attendance．
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